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後期高齢者医療における課題  基本的な視点  後期高齢者の心身の特性  

1複数の疾患を併有しており、併せて心   
のケアも必要。  

2 慢性的な疾患のために、その人の生  
活に合わせた療養を考えることが必要。  

3 複数医療機関を頻回受診し、検査や  
投薬が多数・重複となる傾向。  

4 地域における療養を行えるよう、弱体  
化している家族及び地域の介護力をサ  

ポートしていく必要。  
5 患者自身が、正しく理解をして自分の  

1後期高齢者の生活を  

重視した医療   

2 後期高齢者の尊厳に  

配慮した医療   

3 後期高齢者及びその  

家族が安心・納得できる  

医療  

1老化に伴う生理的機能の低下により、   
治療の長期化、複数疾患への羅患（特  
に慢性疾患）が見られる。   

2 多くの高齢者に、症状の軽重は別とし  
て、認知症の問題が見られる。   

3 新制度の被保険者である後期高齢者  
は、この制度の中で、いずれ避けること  
のできない死を迎えることとなる。  

選択することの重要性が高い。  

後期高齢者にふさわしい医療の体系  

1急性期入院医療にあっても、治療後の生活を見越した高齢者の評価とマネジメントが必要  
2 在宅（居住系施設を含む）を重視した医療  

・訪問診療、訪問看護等、在宅医療の提供  
・複数疾患を抱える後期高齢者を総合的に診る医師  

・医療機関の機能特性に応じた地域における医療連携  

3 介護保険等他のサービスと連携の取れた一体的なサービス提供  

4 安らかな終末期を迎えるための医療  

・十分に理解した上での患者の自己決定の重視   一 十分な疫病緩和ケアが受けられる体制  

後期高齢者の心身の特性等にふさわしい診療報酬については、この「基本的考え方」に  

基づき、今後、診療報酬体系の骨子を取りまとめるべく検討を進める。   



後期高齢者医療の在り方に関する特別部会■当面のスケジュール  
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平成18年10月～平成19年3月 第1回～第7回開催  
平成19年  

4月11日 「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」取りまとめ  

「基本的考え方」御意見の募集（5月11日まで）  

6月18日 第8回開催  
・御意見の募集結果について  

一診療報酬における高齢者医療制度について  

・後期高齢者の入院医療について  

7月 6日 第9回開催  
・後期高齢者の外来医療について  

・後期高齢者の在宅医療について  

7月30日 第10回開催  
・第8回部会及び第9回部会を踏まえた議論  

（この間、医療部会及び医療保険部会においても議論）  

火頃  塵期高齢者旦新たな診療報酬体系の骨子の取りまと遡  



平成20年度診療報酬改定に向けた今後の予定について（案）  

平成20年度改定   【参考】平成18年度改定   

各部会・分科会等における議論  

⇒ まとまり次第、順次、基本小委等で報告   

6月  
4月      5月  

7月  検討項目（案）提示   本検討項目例（議論のためのたたき台）提示  

☆夏～秋「社会保障審議会後期高齢   
8月  者特別部会」において後期高齢者   

9月   医療の新たな診療報酬体系骨子  寸項目及び審議スケジュール提示  

検討項目の提示  
とりまとめ   

10月  
を週に1～2回開催し審議（計12回）  

11月   改定項目について、基本小委等において、 集中的に議論  

′＝去＝サー   

12月   ☆社会保障審議会「基本方針」とりまとめ   

1月   汝改定について諮問   

診療報酬点数の改定について諮問・答申  

2月  申   

3月  

4月  平成20年度改定・後期高齢者制度施行   度改定施行  





新たな高齢者医療制度の政省令t告示案について  

（D 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案  

・1  

② 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則案   ・－】・ 188 

③ 後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合   

の拠出金の算定等に関する政令案  ・・  ・36  

④ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交   

付金等の額の算定等に関する省令案  ・53  

⑤ 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令案  

・68  

⑥ 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る   

財務及び会計に関する省令案  ‥・  ・7 6  

⑦ 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る   

業務方法書に記載すべき事項を定める省令案  t 80  

⑧ 健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係告示   

の整備  
‥・  

・81   



高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する   

政令案の概要  

1 特定健康診査関係  

○特定健康診査の対象となる生活習慣病  

特定健康診査の対象となる糖尿病その他の生活習慣病の種矧ま、高血圧症、高   

脂血症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病とする。  

［改正政令］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条（新設）  

齢者医療制度関係  

（1）被保険者資格関係  

○障害の状態の程度  

65歳以上75歳未満の者のうち、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者   

医療広域連合（以下「広域連合」という。）の認定を受け、被保険者となる者に   

係る障害の状態の程度を定める。   

① 両眼の視力の和が0．08以下のもの   

② 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの   

③ 平衡機能に著しい障害を有するもの   

④ そしやくの機能を欠くもの   

⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの   

⑥ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの   

⑦ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの   

⑧ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの   

⑨ 一上肢のすべての指を欠くもの   

⑱ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの  
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⑪ 両下肢のすべての指を欠くもの  

⑫ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの  

⑬ 一下肢を足関節以上で欠くもの  

⑭ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの  

⑮ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状   

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又   

は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの  

⑯ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの  

⑰ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前   

各号と同程度以上と認められる程度のもの  

（備考） 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、   

矯正視力によって測定する。  

○被保険者証の返還の対象とならない特別の事情  

保険料を滞納している被保険者について、広域連合が被保険者証の返還を求め   

る対象とならない特別の事情を、次に掲げる理由により保険料を納付することが   

できないと認められる事情とする。   

① 保険料を滞納している被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主（以  

下「滞納被保険者等」という。）がその財産につき災害を受け、又は盗難に  

かかったこと。   

② 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷  

したこと。   

③ 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。   

④ 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。   

⑤（D～④に類する事由があったこと。  

○被保険者証が交付される特別の事情  

被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者に対して、広域連合が被保険   

者証を交付する特別の事情を、滞納綾の著しい減少又は被保険者証の返還の対象   

とならない特別の事情と同じ事情とすることを定める。  

［改正政令］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条～第5条、別表（新設）  

（2）後期高齢者医療給付関係  

○併給調整の対象となる給付   



労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付等のほか、後期高齢者医療の療養  

の給付等に優先して行われる給付は、船員保険法、労働基準法、船員法等に基づ  

く医療の給付とする。  

○現役並み所得者の判定基準   

療養の給付に係る一部負担金の割合が3割となる現役並み所得者の判定基準と   

する所得の額の算定方法及び収入の額を次のように定める。  

市町村民税課税所得  145万円以上  

かつ世帯収入 後期高齢者複数世帯 520万円以上  

後期高齢者単身世帯 383万円以上  

※ 現役並み所得者の判定は、同一世帯に属する被保険者の所得及び収入によ  

り判定する。  

○後期高齢者医療給付に関する読替規定  

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及   

び特別療養費の支給に関し、必要な読替規定を定める。  

○高額療養費の支給要件等  

高額療養費の支給要件、支給額、算定基準額（自己負担限度額）、入院療養等   

に係る現物給付等について定める。  

（手 世帯   

ア 支給要件  

同一の月に行われた療養（食事療養及び生活療養を除く。）のうち、同一  

世帯のすべての被保険者に係る一部負担金等の合算額から外来療養に係る  

高額療養費の額を控除した額（以下「世帯負担合算額」という。）が算定  

基準額を上回る場合に支給することとする。  

イ 支給額  

世帯負担合算額から算定基準額を控除した零封こ、被保険者の一部負担金等   

の騒から当該者の外来療壷に係る高頗療養費の額を控除した額を世帯負担   

合算額で除して得た率（被保険者按分率）を乗じて得た額を、広域連合から   

支給対象者にそれぞれ支給する。  

② 外来  

同一・の月に行われた外来療養に係る一部負担金等の合算額が算定基準額を   

上回る場合に、その差額を広域連合から支給対象者に支給する。  
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③ 算定基準額（自己負担限度額）  

算定基準額（自己負担限度額。月額。）については、次のとおり。  

ア 世帯限度額  

l 一般所得者  

44，400円  

ii現役並み所得者  

80，100円＋（医療費－267，000円（267．000円未満の   

場合は、267，000円として算定する））×1％  

多数該当（※）の場合  44，400円  

※ 過去12か月に3回以上高植療養費の支給を受け4回目の支給に該  

当。  

iii低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）  

24，600円  

iv 低所得者Ⅰ（年金収入80万円以下等の者）  

15，000円  

イ 外来（個人単位）  

l 一般所得者  

12，000円  

ii現役並み所得者  

44，400円  

iii低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）  

8，000円  

iv 低所得者Ⅰ（年金収入80万円以下等の者）  

8，000円  

り 公費負担医療に関する限度額   

入院：44，400円、外来：12，000円  

工 長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病（特定疾病）に   

係る広域連合の認定を受けた者（人工透析患者等）  

10，000円  

④ 入院療養等に係る現物給付関係  

被保険者の入院に係る高額療養費については、現物給付とし、－医療機関ご   

との窓口での支払を自己負担限度額にとどめることを定める。  

具体的には、被保険者が同一の月に－の保険医療機関等から入院療養等を受   

けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなか   

ったときは、広域連合は、当該被保険者に代わり、当該保険医療機関等に、被   

保険者の所得区分に応じ、高額療養費を支払うものとすることを定める。その   



際、低所得者Ⅱ及び低所得者Ⅰについては、それらに該当していることにつき、  

広域連合の認定を受けている者を対象とする。  

○給付差止めの対象とならない特別の事情   

保険料の滞納者に対する後期高齢者医療給付の差止めの対象とならない特別   

の事情について、被保険者証返還の対象とならない特別の事情に関する規定を準   

用する。  

［改正政令］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第6条～第16条（新設）  

（3）保険料関係  

○保険料率の算定基準  

① 被保険者の保険料額（貝武課額）の総額（賦課総額）は、2年ごとに、保険料   

収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額とすること。  

② 保険料収納必要額は、2年ごとに、各年度の（ア）の綾から（イ）の額を控   

除して得た纏の合算額とすること。  

（ア）次に掲げる後期高齢者医療に要する費用の額の合算額の見込額  

i）療養の給付に要する責用の額から一部負担金に相当する纏を控除した  

額  

ii）入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、  

訪問看護療養費、特別療養糞、移送責、高績療養費及び高額介護合算療  

養費の支給に要する費用の額  

iii）療養の給付等に関する費用に係る審査及び支払に関する事務に要する  

責用の纏  

iv）財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額  

V）特別高額医療責共同事業に係る拠出金の納付に要する費用の薩  

Vi）財政安定化基金からの借入金の償還に要する貴用の額  

Vii）保健事業に要する費用の額  

Viii）その他後期高齢者医療に要する費用（後期高齢者医療の事務の執行に  

要する重用を除く。）の額  

（イ）次に掲げる収入の額の合算額の見込額  

i）国庫負担金（高額な医療に関する給付に要する費用に対する負担金を  

含む。）  

ii）都道府県負担金（同上）  

5   



iii）市町村負担金  

iv）調整交付金  

∨）後期高齢者交付金  

vi）特別高額医療費共同事業の交付金  

Vii）国の補助金  

viii）都道府県及び市町村の補助金   

ix）その他後期高齢者医療に要する糞用（後期高齢者医療の事務の執行に  

要する費用を除く。）のための収入（保険料の減額賦課に係る市町村か  

らの納付金を除く。）  

③ 予定保険料収納率は、2年ごとに、各年度に賦課すべき保険料の額の総額   

の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額   

の割合として算定される率とすること。  

④ 賦課総額は、所得割総額と被保険者均等割総額との合算綾とし、所得割総   

額は被保険者均等割額総額に所得係数の見込値を乗じて得た額とすること。  

⑤ 被保険者（離島その他の医療の確保が著しく困難である地域に居住する被   

保険者を除く。）の保険料額（賦課額）は、所得割額と被保険者均等割額と   

の合計額とすること。  

このうち、  

（ア）所得割額は、所得割総額（離島その他の医療の確保が著しく困難である  

地域に居住する被保険者に賦課する額を除く。）を、2年ごとの、各年度  

の基礎控除後の総所得金額等（地方税法第314条の2第1項に規定する  

総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。）の合算額の見  

込額で除して得た率（所得割率）に、各年度の被保険者の基礎控除後の総  

所得金額等を乗じて得た額とすること。  

（イ）被保険者均等割額は、被保険者均等割総額（離島その他の医療の確保が  

著しく困難である地域に居住する被保険者に賦課する額を除く。）を、  

2年ごとの、各年度の被保険者数の見込数の合算数で除して得た額とする  

こと。  

⑥ 所得割率及び被保険者均等割額は、広域連合の全区域（離島その他の医療   

の確保が著しく困難である地域を除く。）にわたって均一であること。  

⑦ 被保険者の保険料額（賦課額）は、50万円を超えることができないもの   

であること。  

○離島その他の医療の確保が著しく困難である地域における保険料率の算定基準   

広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域で  

あって厚生労働大臣が定める基準※に該当するもの（特定地域）に住所を有す  

る被保険者に係る保険料率の算定基準を定める。   



※ 無医地区及び無医地区に準ずる地区とする。  

① 特定地域に居住する被保険者の保険料額（賦課額）は、所得割綾と被保険   

者均等割鰻の合計額とすること。  

② 特定地域に居住する被保険者の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等ヒ   

特定所得割率を乗じて得た旗とすること。  

③ 特定地域に居住する被保険者の所得割率及び被保険者均等割額は、当該広   

域連合の所得割率及び被保険者均等割額の100分の50を下回らないも   

のとすること。  

④ 被保険者の保険料額（賦課額）は、50万円を超えることができないもの   

であること。  

○保険料の減額賦課  

① 低所得者（被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金   

額等の合算額が次の基準に該当する世帯に属する被保険者）については、被   

保険者均等割額から、当該被保険者均等割額にそれぞれ次に掲げる割合を乗  

じて得た額を減額すること。  

（ア）基礎控除額（33万円）を超えない世帯 10分の7  

（イ）基礎控除額＋24．5万円×当該世帯に属する被保険者の数（被保険者  

である当該世帯主を除く。）10分の5  

（ウ）基礎控除額＋35万円×当該世帯に属する被保険者の数 10分の2  

② 資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった被保険者につ  

いては、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの問に限り、被保   

険者均等割額から、当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を減  

額するものとし、また、所得割は課さないものとすること。  

○保険料の特別徴収  

1．後期高齢者医療保険料の徴収方法として、特別徴収（年金からの天引き）   

を導入することに伴い、特別徴収に関する介護保険法の規定を準用する際   

の技術的読替えを定める。  

（具体的内容）   

① 年金保険者は、65歳以上で、当該年の4月1日現在、当該年金保険  

者から年額18万円以上の老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年  

金給付及び年金給付に類する給付（以下単に「年金給付」という。）の  

支払いを受けている者の氏名、住所等の事項を、経由機関（国保中央会、  

国保連合会）を通じて、市町村へ通知する。（年次処理）   

② 年金保険者は、4月2日以後に次のいずれかに該当するに至った看で  
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年額18万円以上の年金給付の支払いを受けている者の氏名、住所等の   

事項を、4′／2－6／1、6／2－8／1、8／2－10／1、10／2－   

12／1、12／2－2／1のそれぞれの期間ごとにそれぞれ6月、8月、   

10月、12月、2月に抽出し、経由機関（国保連合会、国保中央会）  

を通じて、市町村へ通知する。（月次処理）   

ア 年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から年金給  

付の支払を受けることとなった65歳以上の者   

イ 当該年金保険者から年金給付の支払を受けている者のうち  

i）65歳又は75歳に達したもの（特別徴収対象被保険者を除く。）  

ii）市町村の区域を超える住所変更届を行った65歳以上のもの  

③ 市町村は、   

ア 年次処理により通知された者（介護保険料との合算額が年金受給  

額の2分の1を超える者等を除く。）については、当該年度におい  

て、保険料の全部又は一部を特別徴収により徴収するものとする。  

イ 月次処理により通知された者については、翌年度の初日から9月  

30日まで年金が支払われるときは、支払回数割保険料額の見込額  

（当該年度の保険料額を基礎とし、年金の支払期ごとに徴収する保  

険料額として算定した額）を特別徴収により徴収するものとする。  

り 月次処理（6月及び8月抽出分に限る。）により通知された者に  

ついては、当該年度において、保険料の一部を特別徴収により徴収  

することができる。  

④ 市町村は、年次処理により通知された者のうち、特別徴収の対象とな  

る被保険者について、支払回数割保険料額（年金の支払期ごとに徴収す  

る保険料額）等を年金保険者（特別徴収義務者）へ通知する。   

※ 支払回数割保険料額等の事項の通知は、8月31日まで（経由機関  

を経由して行う場合は、7月31日まで）に行うこととなる。  

⑤ 年金保険者は、年金の支払期ごとに支払回数割保険料額を特別徴収に  

より徴収し、これを市町村へ納入する。  

⑥ 年金保険者は、特別徴収対象被保険者が年金給付の支払を受けないこ  

ととなった場合には、その旨を市町村へ通知するとともに、当該被保険  

者に係る特別徴収を中止する。  

⑦ 特別徴収対象被保険者が、被保険者資格喪失等に該当した場合は、そ  

の旨を、年金保険者へ通知し、当該被保険者に係る特別徴収を中止する。  

⑧ 年金保険者から市町村に納入された保険料額が、当該被保険者につい  

て特別徴収により徴収すべき額を超える場合は、市町村は、当該過誤納  

額を当該被保険者に還付しなければならない。その際、当該被保険者の  

未納に係る保険料・その他徴収金がある場合は、これに充当することが  

できる。   



⑨ 前年度の10月1日から3月31日までに特別徴収により支払回数   

割保険料額を徴収されていた被保険者については、当該年度の初日から  

9月30日までにおいては、当該支払回数割保険料額（6月1日から9   

月30日までについては額の変更が可台巨）を特別徴収により徴収するも  

のとする。（仮徴収）  

⑩ 市町村は、特別徴収対象被保険者が、住所地特例の適用を受けること  

となった場合は、その旨を、年金保険者へ通知する。  

2．特別徴収の対象となる年金給付及び年金給付に類する給付の種類及びその   

優先順位を定める。   

※ 種類及び優先順位は以下のとおり。   

1．．国民年金法による老齢基礎年金  

2．．昭和60年改正前の国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金  

3．昭和60年改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又   

は特例老齢年金  

4．昭和60年改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金  

5．昭和60年改正前の国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算   

退職年金（平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧道用法人共済   

組合が支給するものに限る。）  

6．国民年金法による障害基礎年金  

7．厚生年金保険法による障害厚生年金  

8．船員保険法による障害年金  

9．昭和60年改正前の国民年金法による障害年金  

10．昭和60年改正前の厚生年金保険法による障害年金  

11．昭和60年改正前の船員保険法による障害年金  

12．国家公務員共済組合法による障害共済年金（平成8年改正法附則第3   

条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。）  

13．昭和60年改正前の国共済法による障害年金（平成8年改正法附則第   

3条第8号に規定する旧道用法人共済組合が支給するものに限る。）  

14．国民年金法による遺族基礎年金  

15．厚生年金保険法による遺族厚生年金  

16．船員保険法による遺族年金  

17．昭和60年改正前の厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通  

算遺族年金  

18．昭和60年改正前の船員保険法による遺族年金  

19．国家公務員共済組合法による遺族共済年金（平成8年改正法附則第3   

条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。）  

20．昭和60年改正前の国共済法による遺族年金又は通算遺族年金（平成  

9   



8年改正法附則第3条第8号に規定する旧道用法人共済組合が支給す   

るものに限る。）  

21．昭和60年改正前の国共済法による退職年金、減飴退職年金又は通算   

退職年金（第5号に掲げる場合を除く。）  

22．国家公務員共済組合法による障害共済年金（12．の場合を除く。）  

23．旧国共済法による障害年金（13．の場合を除く。）  

24．国家公務員共済組合法による遺族共済年金（19．の場合を除く。）  

25．旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金（20．の場合を除く。）  

26．移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金  

27．移行農林共済年金のうち障害共済年金  

28．移行農林年金のうち障害年金  

29．移行農林共済年金のうち遺族共済年金  

30．移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金  

31．昭和60年改正前の私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通  

算退職年金  

32．私立学校数職員共済法による障害共済年金  

33．昭和60年改正前の私学共済法による障害年金  

34．私立学校数職員共済法による遺族共済年金  

35．昭和60年改正前の私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金  

36．昭和60年改正前の地共済法による退職年金、減額退織年金又は通算  

退職年金  

37．地方公務員等共済組合法による障害共済年金  

38．昭和60年改正前の地共済法による障害年金  

39．地方公務員等共済組合法による遺族共済年金  

40．昭和60年地共済法による遺族年金又は通算遺族年金  

3，特別徴収の対象となる年金給付の最低額を年額18万円とすることを定め  
る。   

※65歳以上の年金受給者で、年金受給額が年額18万円未満の者につい  

ては、年金保険者から市町村への通知の対象から除外される。  

4．年金保険者から市町村へ年金受給者に係る事項を通知する際の経由ルート  

に応じ、次のように定める。  年金保険  

庁  社会保険  

保   （①、③以外の年金保険者のうち、社会保険庁を経由し  特定年金   

て通知することにつき、社会保険庁長官の同意を得た年金保険者）→社  

会保険庁→国保中央会→国保連合会→市町村  

合 →地方公務員共済組合連合会→国保中央会→国保  地方公務員共済組   

10   



連合会→市町村  

5．年金保険者から市町村に対して通知された者（65歳以上で年額18万円   

以上の年金受給者）のうち、特別徴収の対象とならない被保険者として次  

の者を定める。  

任）介護保険の支払回数割保険料額と後期高齢者医療の支払回数割保険料  

額を合算した額が厚生労働省令で定める額※を上回る者  

※ 特別徴収の対象となる年金給付を6で除して得た額の2分の1  

に相当する額  

受）介護保険の特別徴収対象者でない者  

6．年次処理による4月1日現在年金受給者に係る事項の通知が行われた場合   

において、市町村から年金保険者（特別徴収義務者）へ当該特別徴収対象   

被保険者に係る支払回数割保険料額等の事項を通知する際の経由ルート  

直垂埋墜画こ応じ、次のように定める。  を
①
②
③
 
 
 

市町村→国保連合会→国保中央会→  社会保険庁  

市町村→国保連合会→国保中央会→社会保険庁→  特定年金保険者  

市町村→国保連合会→国保中央会→地方公務員共済組合連合会→  

地方公務員共済組合  

7．年次処理による特別徴収対象被保険者が資格喪失等に該当した旨の、市町   

村から年金保険者への通知方法について、6の支払回数割保険料額等の事   

項の通知方法に係る介護保険法の規定を準用する際の技術的読替を定め  

る．  

※ 資格喪失等に該当した場合は、その旨を、すみやかに、経由機関を通  

じて、年金保険者へ通知しなければならない。  

8．仮徴収について、支払回数割保険料額等の事項の市町村から年金保険者へ   

の通知方法、年金保険者が徴収した保険料額の市町村への納入義務等に係  

る介護保険法の規定を準用する際の技術的読替を定める。   

※ 支払回数割保険料額等の事項の通知は、前年の8月31日まで（経由  

機関を経由して行う場合は、前年の7月31日まで）に行うこととなる。   

※ 市町村は、6月及び8月に係る特別徴収額を支払回数割保険料経とす  

ることが適当でないと認められる特別の事情がある場合において、変更  

した特別徴収額を、4月20日までに、経由機関を通じて、年金保険者  

へ通知することとなる。  

9．特別徴収対象被保険者が住所地特例の適用を受けることとなった旨の市町  
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村から  年金保  の通知方法について、6の支払回数割保険料額等の事  

項の通知方法に係る介護保険法の規定を準用する際の技術的読替を定め  

る。  

※ 通知方法は以下のとおり。   

① 

②
③
 
 

→ 社会保険庁  

市町村→国保連合会→国保中央会→社会保険庁→  特定年金保険者  

市町村→国保連合会→国保中央会→地方公務員共済組合連合会→  

地方公務員共済組合  

10．4月2日以後に年金保険者から市町村へ年金受給者に係る事項の通知   

が行われた場合の特別徴収に係る市町村から年金保険者への特別徴収額の   

通知、年金保険者が徴収した保険料額の市町村への納入義務等の取扱いに   

ついて、4月1日現在年金受給者に係る事項の通知が行われた場合の介護   

保険法の規定を準用する際の技術的読替えを定める。   

※通知方法等については6及び7（6月及び8月抽出分については6、7   

及び8）と同様に規定し、市町村から年金保険者への通知期日及び特別徴   

収の開始時期を以下のとおり定める。  

抽出時期   年金保険者への依頼   特別徴収の開始時期   

10月20日まで   12月  
6月  

（2月20日まで）   （4月）   

12月20日まで   2月  
8月  

（2月20日まで）   （4月）   

10月   2月20日まで   4月   

12月   4月20日まで   6月   

2月   6月20日まで   8月   

※ 6月、8月抽出者は、市町村の判断で開始時期の選択を可能とする。   

（開始時期を4月とする場合は、カツコ内スケジュールとなる。）  

○保険料徴収の私人委託  

保険料徴収を私人に委託したときは、その旨を告示すること等を定める。  

［改正政令］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第17条～第33条（新設）  

（4）審査請求  

○審査請求  

後期高齢者医療審査会について、国民健康保険法に規定する国民健康保険審  
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査会での規定を準用する際に必要となる国民健康保険法及び国民健康保険法施  

行令の読替規定を定める。  

（具体的内容）  

① 後期高齢者医療審査会は、被保険者を代表する委員、広域連合を代表する委員   

及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。  

② 委員は、非常勤とする。  

③ 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。  

④ 委員は、再任されることができる。  

⑤ 後期高齢者医療審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長   

1人を置く。  

⑥ 会長に事故があるときは、⑤に準じて選挙された者が、その職務を代表する。  

⑦ 後期高齢者医療審査会は、被保険者を代表する委員、広域連合を代表する委員   

及び公益委員を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、   

議事を開き、議決をすることができない。  

⑧ 後期高齢者医療審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同   

数のときは、会長の決するところによる。  

⑨ 審査請求は、当該処分をした広域連合又は市町村の所在地の都道府県の後期高   

齢者医療審査会に対してしなければならない。  

⑩ 審査請求が管轄違であるときは、すみやかに、事件を所轄の後期高齢者医療審   

査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。  

⑪ 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた後期高齢者医療審査会に   

審査請求があったものとみなす。   

＊ 移送の通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。  

⑫ 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、   

文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に   

審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。   

＊ 保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含  

む。）に係る審査請求においては、次の事項を審査請求書に記載、又は陳述し  

なければならない。  

・被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号  

後期高齢者医療給付を受けるべき者が被保険者以外の看であるときは、そ  

の氏名、住所、生年月日及び被保険者との関係  

⑱ 後期高齢者医療審査会は、審査請求を受理したときは、原処分をした広域連合   

又は市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。   

＊ 後期高齢者医療審査会が審査請求を受理したときには、後期高齢者医療審査  

会は審査に先立って、原処分をした後期高齢者医療広域連合又は市町村及びそ  

の他の利害関係人に対してしなければならない通知は、審査請求書の副本又は  
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その写し、あるいは審査請求録取書の写しをもって行う。  

⑭ 後期高齢者医療審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請   

求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問   

し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検索をさせることができる。  

⑮ 都道府県は、後期高齢者医療審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検索を   

した医師若しくは歯科医師に対し、旅章、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなけ   

ればならない。   

＊ 都道府県が支給すべき旅貴、日当及び宿泊料については、地方自治法第20  

7条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬について  

は、条例の定めるところによる。  

⑯ この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続   

に関して必要な事項は、政令で定める。  

⑰ 処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後で   

なければ、提訴することができない。   

＊ 裁決書には、次の事項を記載しなければならない。  

ア 後期高齢者医療給付に関する審査請求についての裁決書  

審査請求人・参加人の氏名又は名称、住所又は事務所の所在地   

・ 被保険者の氏名、住所、生年月日、被保険者証の番号  

後期高齢者医療給付を受けるべき者が被保険者以外の看であるときは、そ  

の氏名、住所、被保険者との関係  

t 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選した  

ときは、その代理人又は総代の氏名、住所  

後期高齢者医療給付に関する決定をした広域連合の名称、事務所の所在地  

・ 裁決の主文  

・ 裁決の理由  

・ 裁決の年月日  

イ 保険料その他徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書  

審査請求人・参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地   

・審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選した  

ときは、その代理人又は総代の氏名、住所   

・原処分をした広域連合又は市町村その他の者の名称及び事務所の所在地  

■ 裁決の主文  

裁決の理由  

裁決の年月日  

［改正政令］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第34条及び第35条（新吉受）  
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3 その他  

○都道府県知事への協議事項  

広域連合から都道府県知事に協議しなければならない場合として、広域連合の   

条例で定める給付（葬祭費の支給又は葬祭の給付、傷病手当金の支給その他の後   

期高齢者医療給付）を行おうとする場合及び保険料の料率を定め、又は変更しよ   

うとする場合を定める。  

○地方社会保険事務局長への権限委任事項  

地方社会保険事務局長に委任する厚生労働大臣の権限として、保険医療機関   

等、保険医等、指定訪問看護事業者等に対する指導、報告徴収等の権限を定める。  

○厚生労働省令への委任  

この政令の実施のため必要な手続その他必要な事項を厚生労働省令で定める   

ことを定める。  

［改正政令］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第36条～第38条（新設）  

4 経過措置  

○現役並み所得者の判定単位の変更に伴う経過措置   

①平成20年4月～平成20年7月の問は、現役並み所得者の判定は、被保険  

者及び同一の世帯にいる70～74歳の者の所得及び収入により判定するこ  

とを定める。   

② 平成20年8月から平成22年7月までに行われる療養について、次の要件  

を満たす者の月の自己負担限度額を一般（世帯44，400円、外来12，0  

00円）に据え置く経過措置を定める。  
同・一世帯に他の被保険者がいない収入383万円以上の被保険者（同一世  

帯内に70～74歳の者がいる者）  

同・－の世帯にいる70～74歳の者も含めた収入が520万円未満である  

こと  

○税制改正に伴う経過措置の存続   

① 老人保健制度において平成18年8月から実施している、公的年金等控除の  
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見直し等に伴い現役並み所得者となる者に対する経過措置（※）と同様の措置   

を、平成20年4月～平成20年7月に行われる療養について、定める。   

※ 自己負担限度額を、一般に据え置く。  

② 老人保健制度において平成18年8月から実施している、老年者に係る非課   

税措置の廃止に伴い市町村民税課税者となる者と同一の世帯に属する市町村   

民税非課税者に対する経過措置（※）と同様の措置を、平成20年4月～平成   

20年7月に行われる療養について、定める。   

※ 低所得の自己負担減度額を適用。  

○保険料の算定に係る特例措置   

保険料の減額賦課の基準となる所得について、当分の間、公的年金等控除を受   

けた者については総所得金綾等から15万円を控除すること等の所要の特例措   

置を定める。  

○被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村に居住する   

被保険者に係る保険料率の算定基準等  

広域連合の区域のうち、被保険者に係る療養の給付等に要する責用の額が著し  

く低い市町村であって厚生労働大臣が定める基準（※）に該当するもの（特定  

市町村）の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料率の算定基準を定め  

る。   

※ 平成15年度から平成17年度までの一定期間の当該市町村の一人当  

たり老人医療給付費が広域連合内の一人当たり平均老人医療給付費に  

対して20％以上低く帝離していること。  

① 特定市町村に居住する被保険者の保険料額（賦課額）は、所得割額と被保   

険者均等割額の合計額とすること。  

② 特定市町村に居住する被保険者の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等   

に所得割率を乗じて得た額とすること。  

③ 特定市町村に居住する被保険者の保険料額については、当該市町村の加入   

する広域連合の均一保険料率（所得割率及び被保険者均等割額）に、当該広   

域連合の被保険者一人当たりの療養の給付等に要する費用の平均額に対す   

る当該区域の当該費用の平均額の割合（給付貴比率）を乗じて得た所得割率   

及び被保険者均等割額を基礎とし、広域連合の条例で定める期間を通じて、   

2年ごとに、広域連合の均一保険料率との差が小さくなるように設定（※）   

し、条例で定める期間が終了した年度以降は、均一保険料率となる。  

※ 6年で設定する場合 2年ごとに、3／6以内→2／6以内→  

1／6以内  
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4年で設定する場合 2年ごとに、2／4以内→1／4以内  

2年で設定する場合 2年ごとに 1／2以内  

④ 被保険者の保険料額（貝武課額）は、50万円を超えることができないもの   

であること。  

［改正政令］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第2条～第15条（新設）  

5 施行期日等  

○ 施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○ 老人保健法施行令を廃止する。  

○ 老人保健法施行令の廃止に伴い、次の経過措置を定める。   

① 老人保健における高額医療費の支給に関して市町村長から受けた認定（特定  

疾病及び現物給付時の低所得区分適用）を後期高齢者医療において広域連合か  

ら受けた認定とみなす。   

② 高額療養真の支給における多数該当の判定に際し、老人保健において支給さ  

れた高額医療費の回数も含めて行うこととする。  

○その他、．所要の規定の整備を行う。  
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則案の概要  

1 医療費適正化計画関係  

（1）医療貴通正化計画の進捗状況評価  

① 厚生労働大臣及び都道府県が、医療費適正化計画の進捗状況の評価を行うに   

当たっては、計画に掲げた目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握・分析を   

行うものとすること。  

② 進捗状況の評価及びその結果の公表は、評価の結果の要旨及び内容をインタ   

ーネットの利用、印刷物の配布その他の適切な手段により住民に周知する方法   

により行うものとすること。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第1条～第2条（新設）  

（2）医療費適正化計画の実績評価  

① 厚生労働大臣及び都道府県が、医療費適正化計画の実績評価を行うに当たっ   

ては、計画に掲げる目標の達成状況、計画に掲げる取組の実施状況及び当該取   

組に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとすること。  

② 都道府県は、計画の実績評価の結果を、計画終了年度の翌年度の12月末日   

までに厚生労働大臣に報告すること。  

③ 実績評価及びその結果の公表は、評価の結果の要旨及び内容をインターネッ   

トの利用、印刷物の配布その他の適切な手段により住民に周知する方法によ  

り行うこと。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第3条～第4条（新設）  
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（3）医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析  

① 医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、厚生労働大臣は、医   

療に要する車用、診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療   

内容別、男女別又は医療機関の種類別の状況に関する情報並びに特定健康診査   

及び特定保健指導の実施状況に関する情報について、調査及び分析を行い、そ   

の結果を公表するものとすること。  

② 厚生労働大臣は、①のほか、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び   

医療機関の種類別の病床数並びに地域別、医療機関の種類別の医療機関数の推   

移の状況に関する情報について、調査及び分析を行い、その結果を公表するも   

のとすること。  

③ 厚生労働大臣から①及び②に関する情報の提供を求められた場合には、保険   

者及び後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、当該情報に   

係る電磁的記録を、直接又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険   

団体連合会を経由して、電子情報処理組織を使用して、厚生労働大臣に提供し   

なければならないこと。ただし、当分の問は、フレキシブルディスク又は光デ   

ィスクを提出する方法により行うことができること。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条及び附則第4条（新設）  

2 後期高齢者医療制度関係  

（1）市町村事務関係   

後期高齢者医療の事務のうち、①及び②に掲げる事務を市町村が行う事務として  

定める。  

（参考）高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成十八年九月十三日政令第二百九十四号）   

高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」という。）第四十八条の政令で定める事務は、次  

に掲げるものとする。  

一 法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付  

二 法第五十四条第一項の規定による届出の受付  

三 法第五十四条第三項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引  

渡し並びに同条第八項の規定により交付される被保険者証の引渡し  
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四 法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者証の返還の受付  

五 法第五十四条第七項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し  

六 法第五十四条第十一項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者   

の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの  

七 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者   

の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの  

八 法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦   

課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定   

めるもの  

九 前各号に掲げる事務に付随する事務  

①被保険者資格に関する事務  

保険料を納付することができない特別の事情に関する届出の受付  

・再交付後に発見した返還されるべき被保険者証の返還の受付  

■ 検認又は更新時の被保険者証ゐ提出の受付  

検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し  

資格喪失時又は被保険者証交付時の被保険者資格証明書の返還の受付  

・被保険者資格証明書の再交付の申請の受付  

・再交付後に発見した返還されるべき被保険者資格証明書の返還の受付  

検認又は更新時の被保険者資格証明書の提出の受付  

・検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し  

氏名変更の届出の受付  

住所変更の届出の受付  

・ 世帯変更の届出の受付  

②後期高齢者医療給付に関する事務  

・現役並み所得者の基準収入額の適用に係る申請の受付  

一部負担金の減額等に係る申請の受付  

・ 一部負担金減免証明書の引渡し  

・入院時食事療養費に係る差額の支給の申請の受付  

・入院時生活療養費に係る差額の支給の申請の受付  

療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときの被  

保険者からの届出の受付  

・療養費の支給に係る申請の受付  

・特別療養費の支給に係る申請の受付  

・移送費の支給に係る申請の受付  

・著しく長期にわたり継続して高額な治療を要する疾病（以下「特定疾病」とい  

う。）の認定に係る申請の受付  
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特定疾病療養受療証の引渡し  

資格喪失時等の特定疾病療養受療証の返還の受付  

特定疾病療養受療証の再交付の申請の受付  

再交付後に見つかった返還されるべき特定疾病療養受療証の返還の受付  

検認又は更新時の特定疾病療養受療証の提出の受付  

検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し  

低所得者の一部負担金等に係る限度額の適用並びに食事療養標準負担額及び  

生活療養標準負担額の減額の認定に係る申請の受付  

限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し  

資格喪失時等の限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付  

限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請の受付  

再交付後に発見した返還されるべき限度額適用一標準負担植減額認定証の返還  

の受付  

検認又は更新時の限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付  

検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し  

高額療養費の支給に係る申請の受付  

後期高齢者医療給付の一時差止めとならない特別の事情に関する届出の受付  

一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除に関する通  

知書の引渡し  

後期高齢者医療給付に関する処分に係る通知書の引渡し  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第6条及び第7条（新設）  

（2）被保険者資格関係  

○障害認定の申請  

65歳以上75歳未満の者のうち、一定の障害の状態にある旨の広域連合の認   

定を受ける際の申請に係る申請書の記載事項等の手続について定める。  

また、当該申請は、将来に向かって撤回することができることとする。  

○後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外となる者   

後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外となる者として、生活保護法による   

保護を受けている世帯に属する者のほか、以下の者を定める。   

① 日本の国籍を有しない看であって、  

ア 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有しないもの  

イ 1年未満の在留期間を決定されたもの  
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ウ 外国人登録法で定められた登録を受けていないもの  

② 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令（平成14年厚生労働省令  

第117号）第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第1条第   

1号に該当する者  

③ その他特別の事由がある看で条例で定めるもの  

○資格取得の届出等  

被保険者の資格を取得した際の届出（75歳到達、転入、住所地特例非適用、   

適用除外非該当）の期限（14日以内）及び届書の記載事項について定める。  

届出については、広域連合は、届け出られるべき内容を住民基本台帳等の公   

簿等によって確認することができるときは、届出を省略させることができるこ   

ととする。  

○住所地特例に関する届出  

被保険者が住所地特例に該当することとなった際又は該当しないこととなっ   

た際の当該被保険者に対し医療を行う広域連合に対する届出の期限（14日以   

内）及び届書の記載事項について定める。  

○保険料を滞納した際に被保険者証の返還を求める対象とならない被保険者  

保険料を滞納した際に被保険者証の返還を求める対象とならない被保険者   

は、児童福祉法や予防接種法等の規定による公責負担医療を受けることができ   

る被保険者とする。  

○被保険者証の返還を求めるまでの保険料滞納期間  

被保険者証の返還を求めるまでの保険料滞納期間は、1年間とする。  

○被保険者証の返還  

広域連合は、保険料を滞納している被保険者に対し被保険者証の返還を求め   

るに当たっては、あらかじめ被保険者証の返還先及び返還期限等を書面により   

通知しなければならないこと等、被保険者証の返還を求める際の手続を定める。  

○保険料を納付することができない特別の事情に関する届出  

保険料を滞納している被保険者（被保険者資格証明書の交付を受けている被   

保険者を含む。）が保険料を納付することができない特別の事情を届け出る際   

は、直ちに、保険料を納付することができない理由等を記載した届書を広域連   

合に提出しなければならないこととする。  

また、その際、広域連合は、必要に応じ、届書に、特別の事情があることを   

明らかにする書類を添付するよう求めることができることとする  
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○被保険者証及び被保険者資格証明書の交付  

広域連合は、被保険者に対して、有効期限を定めて被保険者証を交付しなけ  

ればならないことを定める。   

一 広域連合は、保険料を滞納したこととより披保険者証を遠遠した披保険者ヒ   

対し、被保険者資格証明書を交付しなければならないことを定める。  

○被保険者資格証明書の返還  

被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、資格を喪失したとき又は被   

保険者証の交付を受けたときは、速やかに、被保険者資格証明書を返還しなけ   

ればならないこととする。  

○被保険者証又は被保険者資格証明書の再交付及び返還  

被保険者証又は被保険者資格証明書を破り、汚し、又は失った場合に再交付   

を申請する際の申請書の記載事項及び失った被保険者証又は被保険者資格証明   

書を発見したときの返還等の手続について定める。  

○被保険者証又は被保険者資格証明書の検認又は更新  

広域連合は、期日を定め、被保険者証又は被保険者資格証明書の検認又は更   

新をすることができること及びその際の被保険者証又は被保険者資格証明書の   

提出及び交付を定める。  

また、保険料を滞納している被保険者については、通例定める期日より短い   

期日を定めた被保険者証（短期証）とすることができることを定める。  

広域連合が検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けな   

い被保険者証又は被保険者資格証明書は無効とすることとする。  

○各種変更及び資格喪失の届出  

次に掲げる事項に該当した際の届出の期限（14日以内）及び届書の記載事   

項について定める。  

（D 被保険者の氏名変更   

② 住所変更   

③ 世帯変更   

④ 資格喪失（広域連合外への転出、適用除外該当等）  

○障害状態不該当の届出  

障害認定を受けた被保険者が障害の状態に該当しなくなったときは、速やか   

に届け出なければならないこと及び届書の記載事項について定める。  

○届書の記載事項等  
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届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならないこ  

と等を定める。  

［条項］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条～第28条（新設）  

（3）後期高齢者医療給付関係  

○第三者求償事務の委託先となる国保連合会の要件  

広域連合が第三者求償により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収   

納の事務を委託することのできる国保連合会は、当該事務に関し専門的知識を   

有する職員を配置している国保連合会とする。  

○処方せんの提出  

被保険者は、薬剤の支給を受けようとするときは、保険医の交付した処方せ   

んを保険薬局に提出しなければならないこと等を定める。  

○現役並み所得者の判定に用いる収入の額等   

一 現役並み所得者の判定に用いる収入の額は、前年における所得税法に規定す  

る各種所得（退職所得を除く）の金額の計算上収入金額とすべき金額及び総収  

入金額に算入すべき金額を合算した額とする。  

・現役並み所得者の判定に際し、収入の額を申請する際の申請書の記載事項を  

定める。  

○一部負担金の減額等を行うことのできる特別の事情等  

広域連合が、一部負担金の減綾等を行うことができる特別の事情は、被保険  

者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の  

財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡  

し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これら  

に類する事由があることによリー部負担金を支払うことが困難と認められる  

こととする。  

一部負担金の減額等を受ける際の申請、一部負担金減免証明書の交付、保険  

医療機関等への提示等を定める。  

○入院時食事療養費関係  

・被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、療養を行った保険医療機関に対  

して支払うものとすることを定める。  
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食事療養標準負担額の減額の対象者（低所得者）を定める。   

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、入院時食事  

療養費に係る療養を受ける際には、保険医療機関等に当該認定証を提示しなけ  

ればならないことを定める。   

入院時食事療養費に係る療養を受ける際に、限度額適用一標準負担額減額認  

定証を提出しないことにより減額されなかった場合は、申請により、減額され  

るべき桓との差額が支給されることを定める。また、当該差綾の支給を申請す  

る際の申請書の記載事項等の手続を定める。   

保険医療機関等の発行する領収書は、食事療養標準負担額とその他の費用の  

額とを区分して記載しなければならない。  

○入院時生活療養費関係  

入院時食事療養責関係と同様の規定を設ける。  

○保険外併用療養費関係  

・ 被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、療養を行った保険医療機関等に  

対して支払うものとすることを定める。  

保険医療機関等の発行する領収書は、保険外併用療養真に係る療養につき被  

保険者が負担した額（食事療養、生活療養及びその他の療養に区分して記載）  

とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。  

○第三者の行為による被害の届出  

療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときの広   

域連合への届出及び届書の記載事項等の手続について定める。  

○療養費の支給の申請  

療養費の支給を申請する際の申請書の記載事項を定める。  

○訪問看護療養費関係  

訪問看護療養貴が支給される訪問看護を受ける被保険者について、その治療  

の必要の程度に係る基準として、居宅において看護師等の者が行う療養上の世  

話及び必要な診療の補助を要することとする。  

訪問看護を行う者は、看護師（法定）のほか、保健師、准看護師、理学療法  

士、作業療法士及び言語聴覚士とする。  

訪問看護療養費が支給されるのは、被保険者が寝たきりの状態等にある者と  

認められる場合とする。  

・被保険者に支給すべき訪問看護療養費は、指定訪問看護を行った指定訪問看  

護事業者に対して支払うものとすることを定める。  
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指定訪問看護事業者の発行する領収書は、基本利用料及びその他の利用料に  

ついて、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。  

○特別療養費関係  

・ 特別療養真の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続を定める。  

・特別療養費に係る療養を取り扱った際に保険医療機関等又は指定訪問看護事  

業者が広域連合に対して行う届出及び届書の記載事項等の手続を定める。  

○移送費関係  

・移送真の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費  

用により算定した金額とすること等を定める。  

・移送費の支給が必要と認める場合として、移送により高齢者の医療の確保に  

関する法律（以下「法」という。）に基づく適切な療養を受けたこと等を定め  

る・、  

移送真の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続を定める。  

○高額療養費関係  

・ 高額療養費の算定に際し、被保険者になお残る負担額がある場合に、当該負  

担額が一部負担金等の額に算入される医療に関する給付を、障害者自立支援法  

や予防接種法等の規定による医療（保険優先の公費負担医療）とする。  

低額の自己負担限度額が適用される特定疾病の認定を申請する際の申請書の  

記載事項等の手続及び特定疾病療養受療証の交付、保険医療機関等への提出等  

を定める。  

・ 現役並み所得者の自己負担限度綾の定率部分（1％）の算定対象となる費用  

の額を定める。  

低所得者区分の対象となる要保護者を、療養のあった月に生活保護法の要保  

護者で、低所得者としての高額療養費支給・標準負担額減額があれば生活保護  

法の保護を要しない状態となる者とする。  

・限度額適用・標準負担額減額の認定の申請をする際の申請書の記載事項等の  

手続及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付、保険医療機関等への提出  

等を定める。  

高額療養費の現物給付が行われ、一般の所得区分が適用される保険優先の公  

費負担医療を、障害者自立支援法や精神保健及び精神障害者福祉に関する法律  

等の規定による医療とする。  

旧総合病院は、診療科ごとに別個の保険医療機関等とみなすことを定める。  

高額療養真の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続を定める。  
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○後期高齢者医療給付を制限するまでの期間  

後期高齢者医療給付の一時差止めを行うまでの保険料滞納期間は、1年6か   

月間とする。  

○ 特別の事情に関する届出  

保険料滞納期間が1年6か月を超過したときであっても後期高齢者医療給  

付の一時差止めとならない特別の事情があるときの届出及び届書の記載事項  

を定める。  

○ 後期高齢者医療給付の支払の差止め  

広域連合が一時差し止める後期高齢者医療の給付の額は、滞納額に比し、著  

しく高額とならないようにすることを定める。  

○後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除  

一時差止めに係る後期高齢者医療給付の額から保険料の滞納額を控除する際   

には、あらかじめ広域連合から当該被保険者に対し、その旨を通知しなければ   

ならないこと等を定める。  

○ 口頭による申請等  

被保険者が後期高齢者医療給付を受ける際の申請等については、口頭による   

陳述を職員が聴取する方法で行うことができること等を定める。  

○ 申請書又は届書の記載事項  

申請書又は届書には、申請人又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年   

月日を記載しなければならないことを定める。  

○添付書類等の省略  

申請又は届出の際に必要となる書類が、公簿等によって確認できる場合には、   

その書類の添付等を省略することができることを定める。  

○診療報酬請求書の審査等  

診療報酬請求書の審査は、提出を受けた月の末日までに行うことを定める。  

審査に苦情がある者は、再度の考案を求めることができることを定める。  

○診療報酬の支払等  

広域連合は、審査が終わった月の翌月末までに、保険医療機関等に対し、  

診療報酬を支払うものとすることを定める。  
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○処分の通知  

広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかにそ   

の内容を通知することを定める。また、不利益通知を行うときは、その理由を   

付記しなければならないこととする。  

［条項］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第29条～第82条（新設）  

（4）保険料関係  

○保険料率の算定基準   

① 予定保険料収納率の算定に当たっては、特別徴収の方法により徴収する保  

険料はすべて徴収されるものとし、普通徴収の方法により徴収する保険料  

は各広域連合における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して収  

納率を見込むこと。  

② 所得係数の見込値の算定に当たっては、過去の各年度における所得係数の   

値等を勘案すること。   

※ 所得係数は、保険料の賦課総額を、所得割総額及び被保険者均等割額に  

按分する際の係数であり、当該広域連合の被保険者1人当たり所得を全国  

の被保険者1人当たり所得で除して得た率とする。  

③ 被保険者に係る所得割薩及び被保険者均等割樋の合算額が賦課限度額を上   

回る場合は、基礎控除後の総所得金額等を減額することによって基礎控除   

後の総所得金額等を補正すること。  

④ 基礎控除後の総所得金額等の合算額の見込額の算定に当たっては、過去の   

各年度における基礎控除後の総所得金額等の合算額等を勘案すること。  

⑤ 被保険者の見込数の算定に当たっては、過去の各年度における被保険者の   

数等を勘案すること。  

○保険料の特別徴収   

① 年金保険者から市町村へ年金受給者の氏名、住所等の事項を通知する期日  

を、以下のとおり定める。  
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抽出時期   市町村への通知期日   

4月   5月31日まで   

6月   8月10日まで   

8月   10月10日まで   

10月   12月10日まで  

12月  2月10日まで  

2月  4月10日まで   

※4月は年次処理、6、8、10、12、2月は月次処理  

② 月次処理による通知の対象となる年金受給者の年金額が18万円以上かど  

うかを判定する際に算定する年金額の見込額を、特別徴収の対象となる年   

金給付の12か月相当額とする。  

③ 年金保険者が市町村へ通知する事項を、氏名、住所の他、性別、生年月日、   

年金給付の種類、年金額及び年金保険者の名称とする。  

④ 年金受給者が年次処理による通知の対象とならない特別な事情を、年金を   

担保に供していることや年金の支給停止等の事由とする。  

⑤ 市町村が特別徴収により徴収する保険料が当該年度の保険料の全部ではな  

く－一部となる場合として、年度途中から特別徴収が行われる（仮徴収が行   

われていない）場合や特別徴収と普通徴収を併用する場合等を定める。  

⑥ 年金保険者から市町村へ通知された年金受給者のうち、特別徴収の対象と   

ならない被保険者の要件を、後期高齢者医療の年金の支払期ごとに徴収す   

る保険料額（以下「支払回数割保険料額」という。）と介護保険の支払回数   

割保険料額の合算額が、年金保険者から通知された年金額を6で除して得   

た額の1／2を超えることとする。  

⑦ 市町村が年金保険者へ通知する特別徴収対象被保険者に係る事項を、保険   

料を特別徴収の方法によって徴収する旨及び支払回数割保険料額の他、氏   

名、性別、生年月日、住所、年金給付の種類、年金額及び年金保険者の名   

称とする。  

⑧ 支払回数割保険料額について、100円未満の端数がある場合又は全額が   

100円未満の場合は、10月1日以降最初に支払われる年金に係る支払  
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回数割保険料額に合算することを定める。  

⑨ 月次処理による通知が行われた年金受給者について、翌年度の4月、6月   

又は8月に支給される年金から特別徴収が開始される場合に年金の支払期   

ごとに徴収する保険料額として算定する額（以下「支払回数割保険料額の   

見込額」という。）の総額の算出方法を、以下のとおり定める。  

算出縫   

前年度保険料の6ケ月分に相当する額   

前年度保険料の4ケ月分に相当する額   

前年度保険料の2ケ月分に相当する額   

※ 前年度保険料とは、月次処理が行われた年度の保険料のこと  

⑲ 年金保険者が特別徴収の方法によって徴収した保険料について、市町村へ   

の納入方法（指定金融機関への払込）、納入の義務を負わなくなる事由（年   

金の支給停止等により年金給付の支払額が後期高齢者医療と介護保険の支   

払回数割保険料額の合算額未満となった場合）及び当該事由に係る特別徴   

収義務者から市町村への通知はできる限り速やかに行うこと等を定める。  

⑪ 年金保険者が特別徴収の方法によって保険料を徴収する場合の、被保険者   

に対する支払回数割保険料額の通知期日を、以下のとおり定める。  

被保険者への通知期日   

10月の年金支払日まで   

12月の年金支払日まで   

2月の年金支払日まで   

4月の年金支払日まで   

6月の年金支払日まで   

8月の年金支払日まで   

⑫ 特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合の他、市町村が年金   

保険者に対して通知を行う場合（特別徴収対象被保険者の他市町村への転  

出等の事由）及び通知事項を定める。  

⑬ 被保険者の死亡により生じた過誤納の保険料を当該者に還付する場合に、   

被保険者の死亡後に支給された過払い年金から徴収され、市町村に納入さ   

れた支払回数割保険料額があるときは、これを控除することを定める。  

⑭ 保険料の特別徴収によって生じた過誤納保険料を、未納保険料に充当する  

ときは、市町村はあらかじめ被保険者に対して通知することを定める。  
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⑮ 4月、6月、8月に徴収する仮徴収額は、原則、2月の徴収額と同纏とす   

る。ただし、市町村は、8月の仮徴収額が適当でないと認められる特別な   

事情がある場合においては、当該徴収額を変更することが可能であること   

及びその場合には6月20日までに年金保険者へ通知しなければならない  

こととする。  

※6月及び8月の仮徴収額の変更については、政令において、4月20  

日までに年金保険者に通知することを規定。  

⑯ 市町村は、支払回数割保険料額の見込額について、6月又は8月の徴収額   

を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認められる特別  

な事情がある場合においては、当該徴収額を変更することが可能であるこ  

と及びその場合には定められた期日（6月変更は4月20日、8月変更は  

6月20日）までに年金保険者へ通知しなければならないこととする。  

［条項］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条～第107条、附則第9条  

（新設）  

（5）その他  

○後期高齢者医療診療報酬審査委員会  

後期高齢者医療診療報酬審査委員会について、委員の任期、定足数等に関し、   

国民健康保険診療報酬審査委員会の規定を準用することを定める。  

（参考）  

◎ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）   

（審査委員会）  

第126条 第七十条第四項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、   

国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。   

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第八十七条に規定する審査委員会を置く国保   

連合会は、当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うこ   

とができる。   

（国民健康保険法の準用）  

第127条 国民健康保険法第八十八条から第九十条までの規定は、後期高齢者医療診療報   

酬審査委員会について準用する。  

◎ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）   

（審査委員会の組織）  
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第88条 審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代   

表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。  

2 委員は、都道府県知事が委嘱する。  

3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員につ   

いては、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。  

（具体的内容）  

① 後期高齢者医療診療報酬審査委員会（以下「審査委員会」という。）の委員   

の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす   

る。  

② 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置   

く。  

③ 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。  

④ 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の   

指名する者がその職務を代行する。  

⑤ 審査委員会は、会長が招集する。  

⑥ 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことが   

できない。  

⑦ 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決   

するところによる。  

⑧ 審査委員会は、再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その   

定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。  

⑨ 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。  

⑩ 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任す   

る。  

⑪ 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。  

⑫ 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。  

○後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会   

① 法第70条第5項に規定する指定法人（以下「指定法人」という。）は、同  

項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期  

高齢者医療診療報酬審査特別委員会（以下「特別審査委員会」という。）を置  

かなければならないこととする。   

② ①にかかわらず、国民健康保険法施行規則第42条の2に規定する特別審査  

委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る  

診療報酬請求書の審査を行うこととする。  

（参考）   

◎ 国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）  
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（特別審査委員会）  

第42条の2 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定   

により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特   

別馨墨壷呈仝（以下「轄別室墨壷員仝」とし＼ろ。）を置かなければならない。  

［条項］  

高齢者のl医療の確保に関する法律施行規則第108条・第109条（新設）  

保険国体連合会の高齢者医療制度関係業務関係  

○国保連合会の議決権の特例  

高齢者医療制度関係業務に関する国保連合会の議決権を有する者について、総   

会又は代議員会の議員のうち国民健康保険組合を代表する者を除くことができ   

ること等を定める。  

［条項］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第110条（新設）   

4 その他  

○事業状況の報告  

広域連合等が行う報告は、毎月の事業状況を記載した報告書を翌月20日ま   

でに提出することにより行うこととする。  

○被用者保険の保険者の通知  

被用者保険の保険者は、広域連合に対し、後期高齢者医療の被保険者の資格   

を取得した日の前日において当該保険者に属する被保険者の被扶養者だった者   

について、その氏名、性別、生年月日及び被扶養者でなくなった日を通知する   

ものとする。  

保険者の広域連合に対する通知は、社会保険診療報酬支払基金を経由して行   

うものとする。  
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○様式  

被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用・標準   

負担額減額認定証、職員が報告徴収等の際に携帯すべき身分を示す証明書の様   

式を定める。  

○ 地方厚生局長等に委任する厚生労働大臣の権限   

① 都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医   

療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をする厚生労  

働大臣の権限   

② 広域連合又は市町村に対し、その事業及び財産の状況に関する報告を徹し、  

又はその状況を検査させる厚生労働大臣の権限   

を、地方厚生局長に委任することを定める。  

また、地方厚生局長に委任した権限は、地方厚生支局長に委任することを定め   

る。  

［条項］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第111条～第113条（新設）  

5 施行期日等  

○ 施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○ 老人保健法施行規則を廃止する。  

○ 広域連合の区域のうち、被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額が著し   

く低い市町村（特定市町村）の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料率の   

算定に用いる給付費比率を、平成15年度から平成17年度までにおける当該特   

定市町村の1人当たり老人医療給付費を当該特定市町村の加入する広域連合の1   

人当たり老人医療給付貴で除して得た率とすること。  

○ その他、次の経過措置を定める。   

① 平成20年度及び平成21年度の特定期間における予定保険料収納率の算  

定に当たっては、当該広域連合の区域内の市町村における、75歳以上の者が  

世帯主である世帯の国保保険料の収納率等の過去の実績を勘案すること。   

② 平成20年度及び平成21年度の特定期間における所得係数の見込値の算  

定に当たっては、当該広域連合の区域内の市町村における老人医療受給対象者  

の基礎控除後の総所得金枝等の額等の過去の実績を勘案すること。   

③ 平成20年度及び平成21年度の特定期間における基礎控除後の総所得金  

額等の合算額の見込額の算定に当たっては、当該広域連合の区域内の市町村に  

おける老人医療受給対象者の基礎控除後の総所得金額等の額等の過去の実績  
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を勘案すること。   

④ 平成20年度及び平成21年度の特定期間における被保険者見込数の算定  

に当たっては、当該広域連合の区域内の市町村における老人医療受給対象者の  

数の過去の実績を勘案すること。  

○その他、所要の規定の整備を行う。  

［条項］  

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則附則第1条～第3条、第5条～第8条  

（新設）  
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後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の   

拠出金の算定等に関する政令案の概要  

1 前期高齢者交付金・納付金等関係  

○ 支払基金は、毎年度、各保険者に係る加入者の数に占める、高齢者の医療の確   

保に関する法律（昭和57年法律第80号、以下「法」という。）第32条に規   

定する前期高齢者である加入者の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、   

保険者に対して、前期高齢者交付金を交付することを定める。  

○ 保険者が合併、分割又は解散をした場合における前期高齢者交付金及び納付金   

等の額の算定方法の特例  

合併、分割又は解散が行われた年度（以下「合併等年度」という。）における   

前期高齢者交付金及び納付金等の額は、次に掲げる保険者の区分に応じて、それ   

ぞれに掲げる額とする。  

・合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した  

保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割前の保険者から  

承継した合併等年度の前期高齢者交付金及び納付金等に係る債権・債務の額  

合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者  

当該合併又は解散前における当該権利義務を承継した保険者に係る合併等年  

度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から丞  

継した合併等年度の前期高齢者交付金及び納付金等に係る債権・債務の額を加  

算して得た額  

・分割後存続する保険者 当該分割前における当該合併後存続する保険者に係  

る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が  

承継した合併等年度の前期高齢者交付金及び紳付金等に係る債権・債務の額を  

控除して得た額  

○ 督促状に係る前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求方法  

当該保険者の主たる事務所の所在地の知事に対して行う。   

■ ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に  

対して行う。  
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［条項］   

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等   

に関する政令第1条～第3条（新設）  

2 後期高齢者医療の費用負担関係  

○ 国の負担額  

毎年度、国が広域連合に対して負担する額は、各広域連合につき、以下のとお   

り定める。  

（1）国の定率負担  負担対象額  ×3／12  

負担対象綾＝①－②   

－ 特定費用の額  療養の給付等に要した費用の  十  （イ）   （ロ）   

イ 療養の給付等に要した費用の額＝被保険者に係る療養の給付に要し  

た費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、  

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険  

外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特  

別療養費の支給に要した費用の植、移送真の支給に要した黄用の綾並び  

に高額療養費及び高額介護合算療養責の支給に要した費用の額の合計  

額   

口 特定費用の額＝法第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する被  

保険者（以下「現役並み所得者」という。）に係る療養の給付等に要し  

た車用の植  

② 被保険者（現役並み所得者を除く。）に係る損害賠償金、徴収金及び延   

滞金、返還金及び加算金その他その責用のための収入の額の合計額（以下   

r■収入の綾等」という。）  

高額医療費負担対象額  （2）高額医療に関する給付に対する国の負担纏   ×1／4   

高額医療責負担対象額＝①×（②＋③）  

① レセプト1件当たり80万円を超える部分の医療費（※）   

※ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の績、入院時食事療養費、入  

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは  

特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費  

の支給に要した責用の額（イ及び口の合計額を控除した額）  

イ 当該療養につき他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担  

において医療に関する給付が行われたときは、その給付額  
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ロ 収入の額等  

療養の給付等に要した費用の額  負担対象額  ×1／12  

後期高齢者負担率   （1／10）  

○ 国庫負担金の減額  

・都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）  

が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該広域連合に  

対して、当該収入を確保するために必要な措置をとることを勧告することが  

できることを定める。  

・都道府県知事は、当該勧告をしたときは、すみやかに、厚生労働大臣に報  

告しなければならないことを定める。  

・厚生労働大臣は、広域連合が都道府県知事の勧告に従わなかったときは、  

やむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該広域連合に対する国  

の負担金の額を減額することができることを定める。  

○ 都道府県の負担する額  

毎年度、都道府県が広域連合に対して負担する額は、各広域連合につき、以   

下のとおり定める。  

都道府県の定率負担＝  負担対象額  ×1／12  

高額医療に関する給付に対する都道府県の負担植  

高額医療費負担対象額  ×1／4  

○ 都道府県負担金の減額  

広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかった場合において、国が負担   

すべき額を減額したときは、都道府県は当該広域連合に対して負担すべき額を   

減額することができることを定める。  

○ 市町村の負担する額  

毎年度、市町村が広域連合に対して負担する額は、当該市町村に係る負担対   

象額ごとに、以下のとおり定める。  

市町村の定率負担  負担対象額  ×1／12  

○ 市町村の特別会計への繰入れ等  

市町村が、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当   

該市町村につき、   

① 低所得者の被保険者均等割鍍を減額した額   

② 被用者保険の被扶養者であった被保険者の被保険者均等割額を減額した額   

とすることを定める。  
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上記の繰入れに対し都道府県が行う負担は、当該繰入れが行われた年度にお  

いて行うことを定める。  

○ 広域連合の特別会計への繰入れ等   

① 法附則第14条第1項の規定に基づき均一保険料率と異なる保険料率に  

より賦課した被保険者について、均一保険料率により賦課されたと仮定した  

場合の保険料の額との差額の総額を、広域連合は、後期高齢者医療に関する  

特別会計に繰り入れることを定める。   

② ①の繰入れに対し国及び都道府県が行う負担は、当該繰入れが行われた年  

度において行うことを定める。  

［条項］  

後期高値令者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第4条及び第5条、第7条～第10条、附則第12条（新設）  

3 調整交付金関係  

○調整交付金の内容  

調整交付金は、「普通調整交付金」と「特別調整交付金」とし、後期高齢者医   

療広域連合に交付する。  

ア 普通調整交付金  

普通調整交付金は、後期高齢者医療広域連合問における所得の格差による後  

期高齢者医療制度の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。  

イ 特別調整交付金   

特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に   

対し交付する。  

○ 普通調整交付金の総額は、調整交付金総額の9／10とする。  

○ 特別調整交付金の総額は、調整交付金総額の1／10とする。  

○ 普通調整交付金と特別調整交付金の交付額の調整方法  
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各後期高齢者医療広域連合に対し、特別調整交付金として交付すべき額の合  

計額が、特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、普通調  

整交付金として交付する。  

［条項］   

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等   

に関する政令第6条（新設）  

4 後期高齢者交付金関係  

○ 毎年度、支払基金が交付する後期高齢者交付金の額  

後期高齢者交付金の額＝  負担対象額  ×（1－（後期高齢者負担率＋50／  

（ 匝垂  費用の額   100））＋   一現役並み所得者に係る収入の額等）×（1一後  

期高齢者負担率）  

○ 後期高齢者交付金の減額  

国庫負担金の減額の規定を準用することを定める。  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第11条（新設）  

5 財政安定化基金関係  

○財政安定化基金による交付事業   

ア 交付時期  

交付は、特定期間の終了年度に行う。  

※特定期間・・・平成20年度を初年度とする同年度以降の2年度ごと  

の期間  

イ 交付金（基金事業交付金）の額  

交付金の額＝  

市町村ごとに算定した（予定保険料収納額一実績保険料収納額）の合計額×1／2  
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金事業対象比  

t実績保険料収納額＝  

※ 保険料収納必要額   

2年ごとに、各年度の（ア）の額から（イ）の額を控除して得た額の合算額。  

（ア）次に掲げる後期高齢者医療に要する費用の額の合算額の見込額  

i）療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する植を控除した  

額  

Ii）入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養責、療養責、  

訪問看護療養責、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算  

療養真の支給に要する費用の額  

Iii）療養の給付等に関する費用に係る審査及び支払に関する事務に要する  

費用の額  

i〉）財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額  

V）特別高額医療費共同事業に係る拠出金の納付に要する費用の額  

Vi）財政安定化基金からの借入金の償還に要する責用の額  

Vii）保健事業に要する費用の額  

Viii）その他後期高齢者医療に要する車用（後期高齢者医療の事務の執行に  

要する費用を除〈。）の額  

（イ）次に掲げる収入の額の合算額の見込額  

i）国庫負担金（高額な医療に関する給付に要する費用に対する負担金を  

含む。）  

li）都道府県負担金（同上）  

lii）市町村負担金  

i〉）調整交付金  

V）後期高齢者交付金  

Vi）特別高額医療費共同事業の交付金  

〉ii）国の補助金  

Viii）都道府県及び市町村の補助金  

ix）その他後期高齢者医療に要する費用（後期高齢者医療の事務の執行に  
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要する費用を除く。）のための収入（保険料の減額賦課に係る市町村  

からの納付金を除〈。）  

なお、市町村ごとに算定した実績保険料収納額が、保険料収納下限額  

に満たない市町村においては、算定式の実績保険料収納額を保険料収納  

下限額とする。  

但し、次の額を超えるときは、次の額とする。  

（基金事業対象責用綾一基金事業対象収入額）×1／2  

「基金事業対象収入鰻」  

各後期高齢者医療広域連合における特定期間中の次の収入の額  

の見込綾の合算額  

・（保険料収納板＋保険料軽減措置相当分の繰入金）×基金事業対象比率  

一国庫負担金（高額な医療に関する給付に要する費用に対する負担金を含む。）  

・都道府県負担金（同上）  

・市町村負担金  

・調整交付金（国）  

・後期高齢者交付金（支払基金）  

・特別高額医療費共同事業交付金  

・国の補助金のうち療養の給付等に要する責用の額に充てるべき額  

・都道府県、市町村の補助金のうち療養の給付等に要する費用の額に充てるべき額  

欄特定期間において生じた決算上の剰余金であって現特定期間に繰り越されたも  

ののうち、療養の給付等に要する責用の額に充てるべきもの  

「基金事業対象善用額」   

各後期高齢者医療広域連合における特定期間中の次の費用の見   

込み額の総額の合算額  

・療養の給付等に要する費用の額  

・財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額  

・特別高額医療費共同事業拠出金の納付に要する責用の簸  

・基金事業借入金の償還に要する費用の額  

ウ 保険料収納下限綾について   

特定期間において、市町村ごとに算出した下記の額  

険 

料収納必要額を  

で
 

し
 
 

Y
ハ
 
 

ー
 
 
 
 
ノ
 
 

上
 
 

象
 
 

該市町村に住所を有する   ×l広域連合の  示す被保険者  

保険者に係る保険料の  金事業対  分 に応じた   の区  

課額の総額で按分した額  



基金事業対象比率について  

特定期間（2年間）において、後期高齢者医療広域連合ごとに算出する。  

エ  

保険料として貝武課徴収するもののうち、療養の給付等に必要な額に充てる  

べき保険料の割合  

衰養の給付等に要する費用の額  

け政安定化基金拠出金の納付に 

要する費用の額‡の合算桓の  
療養の給付等に要する費用  

に係る収入額の見込額の総額  基金事業  

対象比率  保険料収納必要額  

オ 不交付又は交付金額を減額する場合  

交付は、保険料収納率の悪化により生ずる財政悪化を補填するものである   

ことから、予定保険料収納率（保険料率算定に当たって算定する広域連合の   

保険料収納率）を不当に過大に見込むことにより、交付金額が不当に過大と   

なると認められる場合は、交付金縫を減額し、又は交付しないことができる。  

○財政安定化基金による貸付事業  

ア 貸付の要件  

・特定期間の初年度  

単年度基金事業対象収入額 ＜ 単年度基金事業対象費用縫  

「単年度基金事業対象収入桓」   

後期高齢者医療広域連合における次の収入額（特定期間の初年度）の   

見込額の合算額  

・（保険料収納額＋保険料軽減措置相当分の繰入金）×基金事業対象比率  

・国庫負担金（高額な医療に関する給付に要する費用に対する負担金を含む。）  

・都道府県負担金（同上）  

・市町村負担金  

・調整交付金（国）  

・後期高齢者交付金（支払基金）  

・特別高額医療費共同事業交付金  

・国の補助金のうち療養の給付等に要する費用の額に充てるべき額  

・都道府県、市町村の補助金のうち療養の給付等に要する費用の額に充てるべき額  

・当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち療養の給付等に要する費用の  

額に充てるべき額  
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「単年度基金事業対象費用額」   

後期高齢者医療広域連合における次の善用の樋（特定期間の初年度）   

の見込額の合算額  

・療養の給付等に要する費用の額  

・財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額  

1寺別高額医療費共同事業拠出金の納付に要する貴用の額  

・基金事業借入金の償還に要する費用の額  

特定期間の終了年度  

基金事業対象収入額 ＜ 基金事業対象費用額  

イ 貸付金（基金事業貸付金）の額  

次のそれぞれの額の1．1倍を限度とする。  

・特定期間の初年度  

単年度基金事業対象費用額 一 単年度基金事業対象収入額  

・特定期間の終了年度  （イ）－（ロ）   

ただし、後期高齢者医療広域連合において、市町村ごとに算出した  

実績保険料収納額が市町村ごとに算出した保険料収納下限額より下  

回る市町村がある場合、当該市町村の下回る額を広域連合への貸付額  

より控除する。  

（イ）－（口）－（ハ）  

（イ）基金事業対象重用額一基金事業対象収入綾  

（ロ）特定期間の初年度における基金事業借入金及び基金事業交付金  

（ハ）（市町村）保険料収納下限額 －（市町村）実績保険料収納額  

ウ 貸付金を減額し、又は貸付しない場合  

貸付を受ける後期高齢者医療広域連合が、  

・保険料収納必要額を不当に過小に見込んだとき  

（本来、必要な保険料額を賦課していないケース）  

・予定保険料収納率を不当に過大に見込んだとき  

（予定保険料収納率を高めに設定することにより、実際  

の収納率との差が大きくなり、貸付額が増える）  
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エ 貸付金の据置期間  

貸付を受けた特定期間の終了年度の末日までとする。  

オ 貸付金の償還期限   

・貸付を受けた翌特定期間の終了年度の末日までに償還する。  

暮但し、貸付の際、償還によって翌特定期間における保険料の額が著しく  

高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県が適   

当と認めるものについては、次の①又は②のいずれかの償還期限とする   

ことができる。  

①貸付を受けた翌特定期間の翌特定期間の終了年度の末日まで  

②貸付を受けた翌特定期間の翌々特定期間の終了年度の末日まで  

力 貸付利子  

償還期限までは無利子とする。  

○ 財政安定化基金拠出金の薩の算定方法等  

ア 都道府県が広域連合から徴収する特定期間における拠出金額  

「特定期間中（2年間）の広域連合の療養の給付等に要する責用の額」×  

「条例で定める拠出率」－「特定期間中の基金運用収益の1／3」  

イ 都道府県が広域連合から徴収する特定期間の初年度における拠出金額  

アの額の1／2に相当する額以上の額  

ウ 拠出率の標準は、下記算式により得た数等を勘案して、2年ごとに厚生労働   

省令で定める。  

全都道府県の  

基金借入金の  

償還見込額  

全都道府県の  

付会の見込額及び  1／3  

貸付金の見込額  

特定期間の全後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込板  

工 特定期間における、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、アの   

嶺の3倍に相当する額とする。  
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オ 特定期間の各年度において都道府県が負担する額  

「都道府県年度負担額」  

＝「エの都道府県の基金繰入額」－「アの広域連合の拠出金」－「力の国庫負担金」  

・各年度における負担額  

アの額の1／2に相当する額以上の額  

残りの額  

特定期間の初年度   

′′  終了年度  

力 特定期間における、国が負担する額は、アの額に相当する額とする。  

各年度における負担韓  

特定期間の初年度  

′′  終了年度  

アの額の1／2に相当する額以上の額  

残りの額  

キ 条例への委任  

財政安定化基金の運営に関する必要な事項については、都道府県の条例で  

定める。  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第12条～第19条、附則第2条（新設）  
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6 特別高額医療費共同事業関係  

○ 特別高樋医療費共同事業交付金は、毎年度、法第70条第5項に規定する指定   

法人（以下「指定法人」という。）が、後期高齢者医療広域連合に対して交付す   

る。  

○ 特別高樋医療貴共同事業交付金の額（交付額）  

現役並み所得者以外の被保  

寸象医療費のうち指定法人における  

夏生労働大臣が定める診療報酬請求書の審査等l  

「系るもの（1件当たリ400万円を超えるもの）  ×（1／12＋1／10）／2  

200万円を超える部分」  

現役並み所得の被保険者  

「対象医療真のうち指定法人における  

厚生労働大臣が定める診療報酬請求書の審査等に  

係るもの（1件当たリ400万円を超えるもの）  

の200万円を超える部分」   

×1／10×1／2  

※ 対象医療費  

前年度12月11日から当該年度12月10日までの問の請求に係  

る当該広域連合の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院  

時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給に要し  

た費用の額（当該療養につき他の法令の規定により国又は地方公共団  

体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その給付額を  

控除した額）。  

○ 特別高額医療費共同事業に係る拠出金   

指定法人は各後期高齢者医療広域連合から、毎年度、特別高枝医療費共同事  

業拠出金及び特別高額医療貴共同事業事務費拠出金を徴収する。  
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○ 特別高額医療貴共同事業拠出金の額は次のとおりとする。  

当該広域連合の  

前々年度及びその直前の2カ年度の交付額  各広域連合の   ×  

交付額の合計額  各広域連合の  

前々年度及びその直前の2カ年度の交付額の合計額  

○特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、次のとおりとする。  

事務費拠出金額＝（当該年度における法第117条第1項及び第2項に規定  

する指定法人の業務に関する事務の処理に要する費用  

の見込額÷前々年度の全後期高齢者医療広域連合の被  

保険者総数）を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労  

働大臣が定める額×当該後期高齢者医療広域連合の  

前々年度の被保険者の数  

○ 省令への委任   

特別高額医療費共同事業の運営に関する必要な事項については、厚生労働省令  

で定める。  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第20条～第24条（新設）  

7 後期高齢者支援金関係  

○ 保険者が合併、分割又は解散をした場合における後期高齢者支援金等の績の算   

定の特例  

前期高齢者交付金の額の算定の特例に関する規定を準用することを定める。  

○ 後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求方法   

前期高齢者納付金等の徴収の請求方法に関する規定を準用することを定める。  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第25条及び第26条（新設）  

48   



8 基金高齢者医療債券関係  

○ 基金高齢者医療債券の形式   

支払基金が高齢者医療制度関係業務に関し発行する債券（以下「基金高齢者医   

療債券」という。）の形式は、無記名利札付きとすることを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の発行方法  

基金高齢者医療債券の発行方法は、募集の方法によることを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の申込み方法   

■ 基金高齢者医療債券の募集に応じようとする者は、支払基金が作成した基金   

高齢者医療債券申込証に、その引き受けようとする基金高齢者医療債券の数及   

び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならないこと及び当   

該申込書の記載事項（基金高齢者医療債券の名称及び総額等）を定める。  

1社債等振替法（昭和17年法律第11号）の規定の適用がある募集に応じよ  

うとする者は、当該基金高齢者医療債券の振替を行うための口座を基金高齢者  

医療債券申込証に記載しなければならないことを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の引受   

上述の基金高齢者医療債券の申込み方法は、政府又は地方公共団体等が基金高   

齢者医療債券を引き受ける場合、その引き受ける部分については、適用しないこ   

と及びその場合の引受けに際しては、振替口座を支払基金に示さなければならな   

いことを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の成立の特則   

基金高齢者医療債券の応募総額が総額に達しないときでも、基金高齢者医療債   

券を成立させる旨を基金高齢者医療債券申込証に記載したときは、その応募額を   

もって基金高齢者医療債券の総額とすることを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の払込み   

基金高齢者医療債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、その全   

額の払込みをさせなければならないことを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の発行   

t 払込みがあったときは、支払基金は、理事長が記名押印した債券を発行しな   

ければならないこと及び当該債権の記載事項（基金高齢者医療債券の名称及び  

総額等）を定める。  
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基金高齢者医療債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限  

りでないこととする。  

○ 基金高齢者医療債券原簿   

支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療債券原簿を備えて置かなければな   

らないこと及び当該原簿の記載事項（基金高齢者医療債券の発行の年月日等）を   

定める。  

○ 利札が欠けている場合   

基金高齢者医療債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、   

既に支払期が到来した利札を除き、これに相当する金額を償還額から控除するこ   

ととし、利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払   

基金は、これに応じなければならないことを定める。  

○ 基金高齢者医療債券の発行の認可  

支払基金は、基金高齢者医療債券の発行の認可を受けようとするときは、基金   

高齢者医療債券の募集の日の20日前までに申請書を厚生労働大臣に提出しな   

ければならないこと及び当該申請書の記載事項（基金高齢者医療債券の発行を必   

要とする理由等）を定める。  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第27条～第36条（新設）  

9 その他  

○ 以下の都道府県知事が処理することとされている事務を地方自治法（昭和22   

年法律第67号）第2条第9号第1号に規定する第1号法定受託事務とする。  

・広域連合が、確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときの、必要   

な処置をとるべきとした都道府県知事の勧告及び厚生労働大臣への報告（後期   

高齢者交付金の減額において準用する場合を含む。）  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令第37条（新設）  
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施行期日等  

○ 施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○ 病床転換助成事業   

病床転換助成事業（病院等の開設者が行う病床の車云換（病床を減少させると  

ともに介護保険施設の新設又は増設により病床の減少数に相当する数の範囲  

内において入所定員を増加させること）に要する費用を助成する事業）の終期  

を平成25年3月31日とすること。   

病床転換助成事業に要する費用の額の総縫を定める率を、当該年度における  

すべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額  

の総額の0．25％とすること。   

病床転換助成事業に要する費用に対する国の交付金の額を、各都道府県につ  

き、当該年度における病床転換助成事業に要する責用の額の27分の10に相  

当する額とすること。   

病床転換助成事業に要する費用に対する支払基金の交付金の額を、各都道府  

県につき、当該年度における病床転換助成事業に要する貴用の額の27分の  

12に相当する額とすること。  

○ 単年度基金事業対象収入額及び基金事業対象収入額の負担金の額の算定の特例   

被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村に居住  

する被保険者に係る保険料の特例により、不均一保険料を賦課した場合におい  

て、広域連合が、減少することとなる保険料総額につき広域連合の一般会計か  

ら特別会計に繰り入れられた額については、収入額として算定する。  

○ 平成20年度から平成24年度の特別高額医療貴共同事業拠出金の算定に係   

る特例   

平成20年度から平成24年度の拠出金の算定に当たって必要な「前々年度  

及びその直前2カ年度の交付額」について、平成19年度以前の年度分につい  

ては、特別高額医療費共同事業が実施されていないことから、当該年度に特別  

審査された老健のレセプトの実績に基づいて算定した対象医療費を用いる。  
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※前々年度及びその直前2カ年度の交付綾の算定  

老人保健（医療に要した費用の額等）   後期高齢者医療  

・平成20年度  

・平成21年度  

・平成22年度  

・平成23年度  

・平成24年度  

平成16，17，18年  

平成17，18，19年  

平成18，19年、平成20年1～3月  平成20年度交付金  

平成19年、平成20年1～3月  平成20，21年度交付金  

平成20年1～3月  平成20，21、22年度交付金  

○ 平成20年度及び平成21年度の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の算   

定の基準となる被保険者数については、都道府県の老人医療受給対象者の数とす   

る。  

［条項］  

後期高齢者医療の国庫負担金及び後期高齢者医療広域連合の拠出金の算定等  

に関する政令附則第1条～第11条（新設）  
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嵩齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者   

交付金等の算定等に関する省令案の概要  

1 前期高齢者交付金関係  

○ その他厚生労働省令で定める加入者  

高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」という。）第32条第1項に規   

定する前期高齢者である加入者のうち、65歳以上75歳未満の加入者以外の厚   

生労働省令で定める加入者を、後期高齢者医療の被保険者とはならない、75歳   

以上の日本国内に住所を有しない加入者（海外派遣されている健康保険の被保険   

者等）とする。  

（1）前期高齢者交付金調整金額関係  

○ 前期高齢者交付調整金額の算定方法  

法第33条第1項に規定する  前期高齢者交付調整金額  （利子相当）を以下のと  

おりとする。  

① 前々年度の概算前期高齢者交付金額＞前々年度の確定前期高齢者交付金額   

となる保険者（前期高齢者交付控除対象保険者）  

・前期高齢者交付調整金額＝前期高齢者交付超過額（前々年度概算前期高齢  

者交付金額一前々年度確定前期高齢者交付金額）×前期高齢者交付算定率  

② 前々年度の概算前期高齢者交付金額＜前々年度の確定前期高齢者交付金醸   

となる保険者（前期高齢者交付加算対象保険者）  

・前期高齢者交付調整金額＝前期高齢者交付不足額（前々年度確定前期高齢  

者交付金額一前々年度概算前期高齢者交付金縫）×前期高齢者交付算定率  

○ 前期高齢者交付算定率の算定方法  

率 の算定方法を以下のとおり定める。   前期高齢者交付算定  上記の  

前期高齢者交付算定率＝次の①÷②を基準として年度ごとにあらかじめ厚生  

労働大臣が定める率  

5ニ〕   



① 支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度   

における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務上生じ   

た利息の親等を勘案して、社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」と   

する。）があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額  

② 全前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額   

と全前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額   

との差額  

（2）概算前期高齢者交付金関係  

○ 医療に関する給付  

法第34条第2項第1号に規定する  医療に関する給付  （交付金の算定に必要な  

保険者の給付に要する費用に係る医療保険各法の規定による医療に関する給付）  

は次の保険者ごとに、以下のとおりとする。  

健康保険の保険者：健康保険法第52条及び第127条に掲げる保険給付  

・船員保険の保険者：船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養   

費、入院時生活療養責、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養責及び移送   

真の支給（船員法第89条に規定する療養補償に相当するもの及び通勤による   

ものを除く。）並びに傷病手当金及び葬祭料の支給（職務上の事由又は通勤に   

よるものを除く。）並びに家族療養費、家族訪問看護療養貴、家族移送責、高   

績療養費及び高額介護合算療養責並びに出産育児一時金、出産手当金、家族出   

産育児一時金及び家族葬祭料の支給  

・国民健康保険の保険者：国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時   

食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養責、訪問看護療養費、   

特別療養費、移送責、高績療養費及び高額介護合算療養費の支給（退職被保険   

者及びその被扶養者に係るものを除く。）並びに出産育児一時金及び葬祭費の   

支給並びに葬祭の給付  

・ 国家公務員共済組合：国家公務員共済組合法第51条第1号から第9号まで   

に掲げる短期給付（国家公務員等共済組合法施行令第12条の2第1項に規定   

する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期   

間内において受けるものを除く。）  

・地方公務員等共済組合：地方公務員等共済組合法第53条第1号から第9号   

までに掲げる短期給付  

日本私立学校振興・共済事業団：私立学校数職員共済法第20条第1項第1   

号から第9号までに掲げる短期給付  
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○ 前期高齢者給付費見込額の算定方法  

法第34条第2項第1号に規定する  前期高齢者給付費見込額  （保険者の給付に  

要する費用の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るもの）の算定方法を以  

下のとおり定める。  

■ 前期高齢者給付費見込額＝前々年度における当該保険者の給付に要する貴用   

のうち前期高齢者である加入者に係るもの（①）×伸び率（②）   

① 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額（その額が当該保  

険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるとき  

は、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認  

を受けて算定する額。）  

※ 前期高齢者給付費額については、「前期高齢者給付費額の算定方法（P  

57）」を参照。   

②（全保険者に係る前期高齢者給付章見込額の総額÷それらの保険者に係る  

①の額の合計額）を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める  

率  

○ 調整対象外給付費見込績の算定方法  

法第34条第2項第2号に規定する額（調整対象給付費見込額から除外される  

額。以下「  調整対象外給付費見込額  」という。）の算定方法を以下のとおり定め  

る。  

・調整対象外給付費見込額＝当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額－（①   

×②）   

① 劇人平均前期高齢者給付費見込額×当該年度に係る法第34条第2項第  

2号に規定する政令で定める率（全保険者に係る前期高齢者である加入者1  

人当たりの前期高齢者給付責見込額の分布状況を勘案して政令で定める率）   

② 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数  

○ 一人当たり前期高齢者給付責見込額の算定方法  

法第3・4条第2項第2号イに規定する－の保険者に係る前期高齢者である加  

入者卜人当たり前期高齢者給付費見込額  の算定方法を以下のとおり定める。   

一人当たり前期高齢者給付費見込額＝当該保険者に係る前期高齢者給付費見  

込額÷－当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数  

○ 一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法  

法第34条第2項第2号ロに規定する  一人平均前期高齢者給付費見込額  の算  

定方法を以下のとおり定める。  

t 一人平均前期高齢者給付費見込額＝（全保険者に係る前期高齢者給付費見込   

額の総額÷当該年度における全保険者に係る前期高齢者である加入者の見込  
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数の総数）を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とす  

る。  

○ 前期高齢者である加入者の見込数の算定方法   

当該年度における当該保険者に係る  

方法を以下のとおり定める。  

前期高齢者である加入者の見込数  の算定   

前期高齢者である加入者の見込数＝前々年度の加入者数（①）×伸び率（②）  

① 前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者数（その数が   

当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められ   

るときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣   

の承認を受けて算定する数。）  

②（当該年度における全保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総   

数÷それらの保険者に係る（ぉの合計数）を基準として年度ごとにあらかじめ   

厚生労働大臣が定める率  

○ 概算加入者調整率の算定方法  

法第34条第4項に規定する   

める。  

概算加入者調整率  の算定方法を以下のとおり定  

概算加入者調整率＝粗概算加入者調整率×概算補正係数  

一 粗概算加入者調整率＝全保険者平均前期高齢者加入率見込値÷各保険者前   

期高齢者加入率見込値  

・概算補正係数＝①÷②を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が   

定める率   

① 全保険者に係るイ＋ロの総額  

イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額（当該各保険者に係る前期高齢  

者給付責見込額一当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額）  

ロ 各保険者に係る法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係  

る後期高齢者支援金の概算額   

② 全保険者に係るイ＋ロの総額  

イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額×当該各保険者に係る粗概算  

加入者調整率  

口 各保険者に係る前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額×当該  

各保険者に係る粗概算加入者調整率  

○ 前期高齢者加入率見込値の算定方法  

全保険者平均前期高齢者加入率見込値  各保険者前期高齢者加入率見込値  

の算定方法を以下のとおり定める。  

t 全保険者平均前期高齢者加入率見込値＝当該年度における全保険者に係る前  
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期高齢者である加入者の見込数の総数÷当該年度における全保険者に係る加  

入者見込数の総数   

保険者別前期高齢者加入率見込値＝当該年度における当該保険者に係る前期  

高齢者である加入者の見込数÷当該年度における当該保険者に係る加入者見  

込数（その率が法第34条第4項に規定する下限割合に満たないときは、下限  

割合とする。）  

（3）確定前期高齢者交付金関係  

○ 前期高齢者給付責額の算定方法  

法第35条第2項第1号に規定する   

とおり定める。  

前期高齢者給付費額  の算定方法を以下の   

健康保険の保険者：健康保険法第52条第1号、第6号及び第9号並びに第  

127条第1号、第6号、第9号及び第10号に掲げる保険給付   

船員保険の保険者：船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養  

費、入院時生活療養責、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送  

費の支給（船員法第89条に規定する療養補償に相当するもの及び通勤による  

ものを除く。）並びに家族療養費、家族訪問看護療養貴、家族移送費、高額療  

養費及び高額介護合算療養費の支給   

国民健康保険の保険者：国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時  

食事療養責、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養章、  

特別療養費、移送費、高額療養責及び高額介護合算療養真の支給（国民健康保  

険法第43条の規定に基づき一部負担金の割合を減じている保険者について  

は、第42条第1項の負担割合により給付されたものとして修正を加える。）   

国家公務員共済組合：国家公務員共済組合法第51条第1号から第2号の2  

までに掲げる短期給付（国家公務員等共済組合法施行令第12条の2第1項に  

規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にあ  

る期間内において受けるものを除く。）   

地方公務員等共済組合：地方公務員等共済組合法第53条第1号から第2号  

の2までに掲げる短期給付   

日本私立学校振興■共済事業団：私立学校教職員共済法第20条第1項第1  

号から第3号までに掲げる短期給付  

○ 調整対象外給付費額の算定方法  

法第35条第2項第2号に規定する額（調整対象給付費額から除外される額。  

整対象外給付費額  」という。）の算定方法を以下のとおり定める。   以下「  

調整対象外給付責額＝前期高齢者給付責額－（①×②）  

① －一人平均前期高齢者給付費綾×前々年度に係る法第34条第2項第2号  
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に規定する遊金で定める率  

② 前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者数  

○ 一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法  

法第35条第2項第2号イに規定する－の保険者に係る前期高齢者である加  

額 の算定方法を以下のとおり定める。   入者  一人当たり前期高齢者給付費  

一人当たり前期高齢者給付費額＝当該保険者に係る前期高齢者給付費額÷  

前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者数  

○ 一人平均前期高齢者給付費額の算定方法  

法第35条第2項第2号口に規定する全保険者の  一人平均前期高齢者給付費  

囲の算定方法を以下のとおり定める。  
・一人平均前期高齢者給付費額＝（前々年度における全保険者に係る前期高齢   

者給付費額の総額÷前々年度における全保険者に係る前期高齢者である加入   

者数の総数）を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とす   

る。  

○ 確定加入者調整率及び前期高齢者加入率の算定方法  

法第35条第4項に規定する  確定加入者調整率  全保険者平均前期高齢者加入  

画及び   保険者別前期高齢者加入率   の算定方法については、概算加入者調整率、全  

保険者前期高齢者加入率見込値及び保険者別前期高齢者加入率見込値の算定方  

法を準用することを定める。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令第1条～第16条  

2 前期高齢者納付金等関係  

○ 前期高齢者納付調整金額の算定方法  

法第37条第1項に規定する  前期高齢者納付調整金額  （利子相当）の算定方法  

については、前期高齢者交付調整金額及び前期高齢者交付算定率の算定方法を準  

用することを定める。  

○ 法定給付責見込額の算定方法  

法第38条第1項第1号口（2）に規定する保険者の給付に要する費用等の見  
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込額（以下「  法定給付費見込額  」という。）の算定方法を以下のとおり定める。   

法定給付費見込額＝①＋②＋③  

① （若人給付費）＝イ（前々年度実績）×ロ（伸び率）   

イ 前々年度における医療に関する給付の額の合計額   

口 全保険者に係る医療に関する給付の額の動向等を勘案して年度ごとに  

あらかじめ厚生労働大臣が定める率  

② （日雇拠出金額）＝イ（前々年度実績）×口（伸び率）   

イ 前々年度における健康保険法第176条に規定する確定日雇拠出金の  

額   

ロ （全保険者に係る健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の  

見込額の総額÷それらの保険者に係るイに掲げる額の合計額）を基準とし  

て年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率  

③ （療養給付責等拠出金額）＝イ（前々年度実績）×口（伸び率）   

イ 前々年度における国民健康保険法附則第13条第1項に規定する確定  

療養給付費等拠出金の額   

ロ （全保険者に係る国民健康保険法附則第10条に規定する療養給付費等  

拠出金の見込額の総額÷それらの保険者に係るイに掲げる額の合計額）を  

基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率  

○ 加入者見込数の算定方法   

法第38条第3項及び法第120条第1項に規定する当該年度における匡頭  

険者に係る加入者の見込総数  及びl当該保険者に係る加入者見込数  の算定方法を  

以下のとおり定める。  

・全保険者に係る加入者見込総数＝各保険者に係る加入者見込数の総数の合計   

数  

当該保険者に係る加入者見込数＝G）（前々年度実績）×②（伸び率）   

① 前々年度における当該保険者に係る加入者の数（その数が当該保険者に係  

る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保  

険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算  

定する数とする。）   

②（こ当該年度における全保険者に係る加入者見込数の総数÷それらの保険者  

に係る①の合計数）を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定め  

る率  

○ 加入者の数の算定方法  

法第こi9条第3項及びさ  去第121条第1項に規定する当該年度における匡頭  

険者に係る加入者の総数   の算定方法を以下のとおり定める。  
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全保険者に係る加入者の総数＝各保険者に係る加入者の総数の合計数  

○ 前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法   

法第40条に規定する  

とおり定める。  

前期高齢者関係事務費拠出金  の額の算定方法を以下の   

事務貴拠出金額＝（当該年度における法第139条第1項第1号に規定する  

支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額÷全保険者に係る  

加入者見込総数）を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額  

×当該保険者に係る加入者見込数  

○ 前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請  

法第46条第1項の規定により、やむを得ない事情により、前期高齢者納付金   

等の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について、支払基金に対する申請   

の手続を定める。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令第17条～第22条  

2 市町村の特別会計への繰入れ関係  

○ 市町村の特別会計への繰入れ関係   

低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者につき減額した保険料の均等割  

額について、その減額することとなる額につき、市町村の特別会計に繰り入れるこ  

ととされているが、当該繰入額は、減額することとなる保険料の総額とする。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令第23条  
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ぞ、l㌍苧－  定化基金関係  

○ 基金事業対象比率の算定に用いる「療養の給付等に要する費用に係る収入額」   

の算定方法を次のように定める。  

国庫負担金（高批医療に関する鮒に要する費用に対する負担金を含む。）  

都道府県負担金（同上）  

市町村負担金  

調整交付金  

後期高齢者交付金  

特別高額医療費共同事業交付金  

国の補助金  

都道府県、市町村の補助金  

その他後期高齢者医療に要する費用のための収入  

療養の給付等に要する  

費用に係る収入額  

「
－
－
ゝ
」
 
 

す
 
 

、都道府県、市町村の補助金のうち  

養の給付等に要する費用の額に係る  

外のものの額  

期高齢者医療に要する費用の  

±めの収入のうち、療養の給付等に要  

用の額に係るもの以外のものの額   

○ 単年度基金事業対象収入植の算定に用いる次のア及びイの収入植の算定方法   

を次のように定める。  

ア 「国、都道府県、市町村からの補助金のうち療養の給付等に要する車用の額  

に充てるべき綾」   

国、都道府県、市町村からの補助金のうち、療養の給付等に要する費用  

の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。  

イ 「当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち療養の給付等に要  

する費用の額に充てるべき額」  

次の年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。  
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（ア）当該年度が特定期間（2年間）の終了年度の場合  

初年度の剰余金に、基金事業対象比率を乗じた額  

（イ）当該年度が特定期間の初年度の場合  

当該特定期間の保険料率の算定に当たり後期高齢者医療に要す  

る車用（事務の執行費用を除く）のための収入として見込まれて  

いた前の特定期間の終了年度の剰余金に、基金事業対象比率を乗  

じて得た額  

○ 基金事業対象収入額の算定に用いる次のア及びイの収入額の算定方法を次の   

ように定める。  

ア 「国、都道府県、市町村からの補助金のうち療養の給付等に要する費用の額  

に充てるべき額」   

国、都道府県、市町村からの補助金のうち、療養の給付等に要する費用  

の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。   

（単年度基金事業対象収入額と同じ）  

イ 「前の特定期間において生じた決算上の剰余金であって現特定期間に繰り越  

されたもののうち療養の給付等に要する費用の綾に充てるべき額」   

現特定期間の保険料率の算定に当たり、後期高齢者医療に要する費用  

（事務の執行費用を除く）のための収入として見込まれていた前の特定期  

間において生じた剰余金に、基金事業対象比率を乗じて得た績  

○ 平成20年度から平成25年度までの財政安定化基金拠出率を1万分の9  

（0．09％）とする。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令第24条～第26条、附則第12条  

4 特別高額医療費共同事業関係  
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○ 特別高額医療費共同事業事務費拠出金を算定する際に用いる、各後期高齢者医   

療広域連合（以下「広域連合」という。）の被保険者数の算定方法について、当   

該広域連合における前々年度の各月末時点の被保険者数を合計した数と定める。  

［条項］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の植の算  

定等に関する省令第27条  

5 後期高齢者支援金等関係  

○ 後期高齢者調整金縫の算定方法  

法第119条第1項に規定するl後期高齢者調整金額  （利子相当）の算定方法に  

ついては、前期高齢者交付調整金額及び前期高齢者交付算定率の算定方法を準用  

することを定める。  

○ 保険納付対象額の見込額の総額の算定方法   

法第120条に規定する画衰唾の総額の算定方法を以下の   
とおり定める。  

・保険納付対象額の見込額の総額＝①×〔1－（後期高齢者負担率＋50／1  

00）〕＋②×（1一後期高齢者負担率）  

① （負担対象額の見込額の総額）＝イ（前々年度実績）×ロ（伸び率）  

イ 前々年度の全広域連合の負担対象額の総額  

ロ （当該年度における全広域連合の負担対象額の見込額の総額÷前々年度  

における全広域連合の負担対象額の総額）を基準として年度ごとにあらか  

じめ厚生労働大臣が定める率  

② （特定負担対象額の見込額の総額）＝イ（前々年度実績）×口（伸び率）   

イ 前々年度の全広域連合の特定負担対象額の総額   

口 （当該年度における全広域連合の特定負担対象額の見込縫の総額÷前々  

年度における全広域連合の特定負担対象額の総額）を基準として年度ごと  

にあらかじめ厚生労働大臣が定める率  

※ 負担対象額＝A－B   

A 被保険者に係る療養の給付に要した費用の短から当該給付に係る一部  

負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費及び入院時生活療養  

費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、  
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療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費  

の支給に要した費用の額並びに高樋療養責及び高額介護合算療養費の支  

給に要した費用の植の合計額（以下「療養の給付等に要した費用の額」と  

いう。）から法第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する被保険者に  

係る療養の給付等に要した費用の額（以下「特定費用の額」という。）を  

控除した額   

B 被保険者（法第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者を除く。）  

に係る損害賠償金、徴収金及び延滞金、返還金及び加算金その他その責用  

のための収入の額の合計額（以下「収入金額」という。）  

※ 特定負担対象客員＝A－B   

A 前々年度の広域連合の特定費用の樋   

B 法第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る収入金額  

○ 加入者1人当たり負担見込額の算定方法  

の算定方法を以下のと  法第120条に規定する  加入者1人当たり負担見込額   

おり定める。  

一 加入者1人当たり負担見込額＝（保険納付対象額の見込額の総綾÷当該年度   

における全保険者に係る加入者の見込数の総数）として年度ごとにあらかじめ   

厚生労働大臣が定める額。  

○ 保険納付対象額の総額の算定方法  

法第121条に規定する  保険納付対象額  の総額の算定方法を以下のとおり定  

める。  

保険納付対象額の総額＝前々年度の全広域連合の負担対象額の総額×〔1－   

（後期高齢者負担率＋50／100）〕＋前々年度の全広域連合の特定負担対   

象額の総額×（1一後期高齢者負担率）  

○ 加入者1人当たり負担額の算定方法  

額 の算定方法を以下のとおり  法第121条に規定する  加入者1人当たり負担   

定める。  

・加入者1人当たり負担額＝（前々年度の保険納付対象額の総額÷前々年度に   

おける全保険者に係る加入者の総数）として年度ごとにあらかじめ厚生労働大   

臣が定める額。  

○ 後期高齢者関係事務費拠出金額の算定方法  

法第122条に規定する  後期高齢者関係事務費拠出金稜  の算定方法について  

前期高齢者関係事務費拠出金の算定方法を準用することを定める。  
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○ 後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請  

法第124条において準用する法第46条に規定する後期高齢者支援金等に   

係る納付の猶予の申請について、前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請の   

手続を準用することを定める。  

［改正省令］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令第28条～第33条、第35条  

6 その他  

○ 広域連合が支払基金に対して行う通知  

法第123条第1項に規定する広域連合が支払基金に対して行う通知に関し   

ては、以下に掲げる事項について、それぞれの定める期日までに通知するものと   

して定める。  

・畳屋ごとの保険納付対象額（当該月において損害賠償金その他その費用のた  

めの収入がある場合はその額を控除した額とする。）及びその内訳  

→当該月の翌々月の15日まで  

・皇室度の保険納付対象額（当該年度において損害賠償金その他その費用のた  

めの収入がある場合はその額を控除した額とする。）及びその内訳  

→翌年度の6月1日まで  

○ 保険者が支払基金に対して行う報告  

保険者が支払基金に対して行う報告に関しては、以下に掲げる事項について、   

それぞれの定める期日までに通知するものとして定める。  

当該年度の各月末における加入者卿数  

→当該年度の翌年度の6月1日まで  

・当該年度の末日における特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する  

記録を収録した電磁的記録  

→当該年度の翌年度の11月1日まで（電子情報処理組織、光ディスク等の  

使用による提出に限る。）  

当該年度の各月における法第38条第1項第1号ロ（2）に規定する保険者の   

給付に要する費用の額（連定給付費植）  

→当該年度の翌年度の9月1日まで  

・各月ごとの保険者に係る前期高齢者給付費額（当該月において損害賠償金そ  

の他その費用のための収入がある場合はその額を控除した額とする。）及びそ  
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の内訳   

→翌々月の15日まで  

○ 新設等の手続き  

新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者の届出   

及びその手続を定める。  

○ 端数計算  

前期高齢者納付金等又後期高齢者支援金等の額に1円未満の端数があるとき   

は切り捨てる他、算定の過程において生じた端数処理の方法を定める。  

○ 公示  

この省令において厚生労働大臣が定めることとされている率及び額を定めた   

ときは、年度ごとにあらかじめ公示することとすることを定める。  

［改正省令］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令第36条～第40条  

7．施行期日等  

○ 施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○ 病床転換助成事業に関する事項  

・病床転換助成事業の対象となる保険医療機関の開設者は、次に掲げる者とする。   

① 医療法第39条第2項に規定する医療法人   

② 医療法第7条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者（①に該  

当する者を除く。）   

③ 医療法第8条の規定により、診療所の開設の届出をした看   

病床転換助成事業の対象となる病床の転換に係る病床の種別は、次に掲げる病   

床とする。   

① 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床   

② 前号に掲げるもののほか、医療の効率的な提供の推進のために病床の転換が  

必要と認められる病床  

病床転換助成事業の対象となる病床の転換に係る転換先となる施設は、軽責老   

人ホームその他の厚生労働大臣が定めるものとする。  
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○ その他、平成20年度及び平成21年度の概算前期高齢者納付金等の算定に係   

る特例を設けるほか、所要の規定の整備を行う。  

［改正省令］   

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算  

定等に関する省令附則第1条～第11条、第13条  
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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令案   

の概要  

1．調整交付金関係   

調整交付金は、後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）問におけ  

る被保険者に係る所得の格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正するこ  

とを目的として交付する「普通調整交付金」と、災害その他特別な事情がある後期  

高齢者医療広域連合に対して交付する「特別調整交付金」があり、その算定方法に  

ついて規定する。  

○ 普通調整交付金の交付の要件及び額   

普通調整交付金は「調整対象需要額」＞「調整対象収入額」の場合に、後期高  

齢者医療広域連合に対して、その差額を交付する。  

「普通調整交付金の額」＝「調整対象需要額」－「調整対象収入額」  

※①調整対象需要額  給付費のうち保険料で賄うべき費用  

（∋調整対象収入額  財政力に応じて保険料として徴収すべき車用  
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○ 調整対象需要額の算定方法  

ア 調整対象需要額の算定式  

「調整対象需要額」  

＝【負担対象額×（1／12＋1〃0）＋特定費用の額×り10】×調整係数   

調整対象需要額は、療養の給付等に要した費用の樋のうち、現役並み所  

得者以外は保険料（1／10）及び調整交付金（1／12）相当額であり、現役並  

み所得者は保険料（1／10）相当額として算定するものである。  

・負担対象額   現役並み所得者以外の被保険者に係る療養の給付等に要  

する費用の額で、次の（1）＋（2）の合計額  

（1）前年度の12月11日から当該年度12月10日までの間の請求   

で、12月末日までに審査決定した次の①～③の合計額  

① 「療養の給付に要した費用の額」  

－「当該給付に係る一部負担金に相当する額」  

② 「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」  

「保険外併用療養費」  

の支給に要した費用の額（償還払いを除く）  

③ 「訪問看護療養費」の支給についての療養につき算  

定した責用の額であって、当該年度の12月末日現在  

において審査決定しているものの額に90／100を乗じ  

て得た額に相当する額  

（2）前年度の1月1日から当該年度12月31日までの間に、   

次の①～③の支給に要した費用の合計額  

① 「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」・  

「保険外併用療養費」  

の支給に要した費用の額（償還払いに限る）  

② 「療養費」・「特別療養費」（食事療養、生活療養を除く）  

の支給についての療養につき算定した車用の額に  

90／100を乗じて得た額  
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③ 「移送責」・「高額療養費」・「高績介護合算療養責」  

の支給に要した責用の額  

・特定費用の額 現役並み所得者の被保険者に係る療養の給付等に要する  

費用の額で、次の（1）＋（2）の合計額  

（1）前年度の12月11日から当該年度12月10日までの間の請   

求で、12月末日までに審査決定した次の①～③の合計額   

（彰 「療養の給付に要した費用の額」  

－「当該給付に係る一部負担金に相当する額」  

② 「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」  

「保険外併用療養責」  

の支給に要した費用の額（償還払いを除く）  

③ 「訪問看護療養費」の支給についての療養につき算  

定した費用の額であって、当該年度の12月末日現在  

において審査決定しているものの綾に70／100を乗じ  

て得た額に相当する額  

（2）前年度の1月1日から当該年度12月31日までの間に、   

次の①～③の支給に要した費用の合計額  

① 「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」・  

「保険外併用療養費」  

の支給に要した費用の額（償還払いに限る）  

② 「療養貴」・「特別療養費」（食事療養、生活療養を除く）  

の支給についての療養につき算定した費用の額に  

70／100を乗じて得た額  

③ 「移送費」・「高額療養費」・「高額介護合算療養費」  

の支給に要した費用の額  
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イ 調整係数   

調整係数は保険料で賄うべき費用の額から特別調整交付金交付額と高額医  

療費公費負担分（レセプト1件当たリ80万円を超える部分の医療費の2分の  

1を国と都道府県で負担）を控除した上で、調整交付金の総植に調整するもの  

である。  

（［①の纏］／［②¢額］）×［③補正係数］  

広域連合ごと  全国ベース  

「各広域連合ごとに算出」   

① Ⅰ負担対象額×（1／10＋1／12）＋特定費用の綾×1／101  

－（特別調整交付金額＋高額医療費公費負担分）  

（宣負担対象額×（1／10＋1／12）＋特定費用の額×1／10  

「全国ベースで算出」  

調整交付金の総鋲一各広域連合に対して交付する特別調整交付金の合計額  

②）補正係数＝  

各広域連合の補正前の普通調整交付金の合計額   

※「各広域連合の補正前の普通調整交付金の合計額」は普通調整  

交付金算定式における補正係数を1として各広域連合ごとに   

算出された補正前の普通調整交付金の合計額  

○ 調整対象収入額の算定方法  

ア 調整対象収入韓の算定式  

調整対象収入額＝   

【（負担対象額＋特定費用の額）×5／100＋  

（負担対象額＋特定費用の額）×5／100×所得係数】×調整係数  

※ 調整対象収入額は、療養の給付等に要した費用の額のうち、保険料とし   

て徴収すべき費用を算定するものである。保険料は応益分（均等に賦課さ   

れるもの）と応能分（所得に応じたもの）により算定し、平均的な所得水   

準の広域連合では所得係数は1となり、応益、応能比率は、50：50と   

なる。  
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イ 所得係数  

1人当たり所得額  

所得係数   

1人平均所得額  

各広域連合ごとの被保険者に係る所得の合計   

各広域連合ごとの平均被保険者数   

各喀域連合の被保険者lこ係る所得の今計   

各広域連合の平均被保険者数の合計  

・1人当たり所得額  

・1人平均所得額  

・所得  法第106条の賦課期日（年度の初日）における旧ただし書  

き所得（総所得金額等一基礎控除額）  

※賦課限度額を超える部分についての所得は、控除する。  

※「雑損失の繰越控除」（地方税法第313条第9項）は適用せず、   

控除は行わない。  

・平均被保険者数  前年度1月から当該年度12月までの各月末にお  

ける被保険者数の合計数を12で除して得た数  
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○ 特別調整交付金の額  

（弧から⑦までの各事由について、それぞれ交付要件を満たす場合に、交付額を  

広域連合に交付する。  

① 災害等による保険料減免に係る交付  

交付要件 市町村ごとに、前年度1月1日から当該年度12月31日までの  

問に、災害等により減免の措置を採った保険料の額が、調整対象  

需要額の100分の1に相当する額以上である場合  

※災害等とは、風水害（津波含む）、震災、火災、雪害、凍霜害、   

干害、虫害、飢饉、不況等をいう。  

交付桓  当該市町村に係る減免保険料額の10分の8以内の額の合算額  

② 災害等による一部負担金の減免に係る交付  

交付要件 市町村ごとに、前年度1月1日から当該年度12月31日までの  

問に、災害等により、減免の措置をとった一部負担金の額並びに  

当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養責及  

び特別療養費の額の合算額が、同期間の一部負担金総額（減免分  

を含む。）の100分の1に相当する縫以上である場合  

交付綾  当該市町村に係る一部負担金減免綾及び当該減免により加算さ  

れた保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の  

10分の8以内の額の合算額  

③ 流行病・災害原因・地域的特殊疾病に係る額が多額である場合  

交付要件 市町村ごとに、調整対象需要植のうち、流行病又は災害を原因と  

する疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額  

の占める割合が調整対象需要額の100分の5を超える場合  

交付額  調整対象需要額×当該超える部分の割合×5／10以内の紐  
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④ 原子爆弾被爆者に係る医療費が多額である場合  

交付要件 市町村ごとに、調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する  

援護に関する法律にいう被爆者に係る額の占める割合が100  

分の3を超える場合  

交付額  当該被爆者に係る額×8／10以内の額  

⑤ 療養担当手当に係る額がある場合  

交付要件 調整対象需要額のうち、都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得  

て別に定めた療養担当手当（暖房料加算額）に係る綾がある場合  

交付額  当該療養担当手当に係る額×3／4以内の額  

⑥ 結核性疾病及び精神病に係る綾が多額である場合  

交付要件 市町村ごとに、調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に  

係る韓の占める割合が100分の15を超える場合  

交付額  調整対象需要額×当該超える部分の割合×8／10以内の額  

⑦ その他特別の事情がある場合  

※交付方針、算定方法等について、毎年度定める。  

○ 端数計算   

調整交付金を算定する場合、その算定した金額の500円未満の端数は切り捨  

て、500円以上1．000円未満は1．000円に切り上げる。  

［条項］  

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第1条～第7条（新  

設）  
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2．施行期日等  

○施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○平成20年度における調整交付金の額の算定の特例を定めるなど、所要の規定の   

整備を行う。  

［条項］  

後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第1条及び第2条  

（新設）  
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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る   

財務及び会計に関する省令実の概要  

1．経理原則及び区分経理関係  

○ 経理原則  

社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）は、高齢者の医療の   

確保に関する法律（以下「法」という。）第139条第3項に規定する高齢者医   

療制度関係業務に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及   

び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理することとする。  

○ 勘定区分  

（D 経理原則  

支払基金は、次の業務ごとに、それぞれ特別会計を設け、これらの特別会計  

ごとに、以下により経理を区分し、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けること  

とする。  

法第139条第1項第1号に掲げる業務（前期高齢者関係特別会計） 保  

険者からの前期高齢者納付金等の徴収及び保険者に対する前期高齢者交付  

金の交付に係る経理並びに当該業務に関する事務の処理に係る経理  

法第139条第1項第2号に掲げる業務（後期高齢者医療制度関係特別会  

計） 保険者からの後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者医療広域連合  

に対する後期高齢者交付金の交付に係る経理並びに当該業務に関する事務  

の処理に係る経理  

法第139条第2項の事業に関する業務（特別保健福祉事業等関係特別会  

計） 法第139条第2項の事業（厚生労働大臣の認可を受けて法第1条の  

目的の達成に資する事業）に関して、厚生労働大臣の認可を受けた事業ごと  

の経理  

［条項］  

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関  

する省令第1条及び第2条（新設）  
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2．予算等の関係  

○ 予算の内容  

支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る特別会計の予算は、予算総則及び   

収入支出予算とすることを定める。  

○ 予算総則  

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けること及びその他の規   

定事項を定める。  

○ 収入支出予算  

収入支出予算は、区分した経理ごとに勘定を設けて、収入にあってはその性質、   

支出にあってはその目的に従って区分することを定める。  

○ 予算の添付書類  

予算又は予算の変更について厚生労働大臣の認可を受けようとするときの、手   

続及び申請書に添付する書類を定める。  

○ その他の予算関係  

収入支出予算に予備責を設けることができること等を定める。  

翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為ができることを定める。  

】 支出予算は予算に定める目的のほかに使用してはならないこと等を定める。  

・ 予算の実施上必要があるときは、当該事業年度内に支出決定を終わらなかっ  

たものを翌事業年度に繰り越して使用することができること等を定める。  

○ 事業計画及び資金計画  

高齢者医療制度関係業務に関する事業計画及び資金計画の記載事項等を定め   

る。  

［条項］  

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関  

する省令第3条から第11条まで（新設）  

3．財務諸表等の関係   
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○ 事業報告書   

法第145条第2項の規定により、支払基金が厚生労働大臣に提出する財務諸   

表に添付しなければならない事業報告書の記載事項を定める。  

○ 決算報告書   

法第145条第2項の規定により、支払基金が厚生労働大臣に提出する財務諸   

表に添付しなければならない決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計   

算書とすることを定める。   

収入支出決算書   

収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成することとし、そ  

の記載事項を定める。   

債務に関する計算書   

債務に関する計算書には、債務を負担する行為により負担した債務に関する  

記載事項を定める。  

○ 附属明細書  

法第145条第3項の規定により、支払基金が財務諸表と共に各事務所に備え   

置き、一般の閲覧に供しなければならない、付属明細書に記載すべき事項を定め   

る。  

○ 閲覧期間   

法第145条第3項の規定により、財務諸表及び附属明細書並びに事業報告   

書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、一般の閲覧に供す   

る期間を5年間と定める。  

［条項］  

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関  

する省令第13条から第18条まで（新設）  

4．その他  

○ 収入支出等の報告   

支払基金は、毎月、収入及び支出並びに債務負担行為について、翌月末日まで  
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に、厚生労働大臣に報告しなければならないことを定める。  

○ 借入金の認可  

支払基金が長期植入金善しくは短期膳入金の膳入れについて、J貢生労働大臣の   

認可を受けようとするとき等の、申請手続等及び申請書の記載事項を定める。  

○ 会計規程  

支払基金が、高齢者医療制度関係業務の財務及び会計に関して会計規程を定め   

なければならないこと、この会計規程を定めようとするときはその基本的事項に   

ついて厚生労働大臣の承認を受けなければならないこと等を定める。  

［条項］  

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関  

する省令第12条、第19条及び第20条（新設）  

5．施行期日等  

○ 施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○ 支払基金の老人保健関係業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する。  

○ 病床転換助成事業に関する規定の整備  

・支払基金は、病床転換助成事業に係る支払基金の業務について、病床転換助  

成事業関係特別会計を設ける。  

・支払基金は、病床転換助成事業関係特別会計について、保険者からの病床転  

換支援金等の徴収及び都道府県に対する病床転換助成交付金の交付に係る経  

理並びに病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する事務の処理に係る  

経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設ける。  

・支払基金は、病床転換支援金等の徴収及び病床転換助成交付金の交付に関す  

る事項についての計画を、事業計画に記載する。  

その他病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する規定の整備を行う。  

○ その他、所要の規定の整備を行う。  

［条項］   

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関   

する省令附則第1条から第4条まで（新設）  
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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る   

業務方法書に記載すべき事項を定める省令実の概要   

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）  

第141条第2項に基づき、社会保険診療報酬支払基金が高齢者医療制度関係業務  

に関して作成する、業務方法書に記載すべき事項を以下のとおり定める。   

第1号：法第139条第1項第1号に規定する前期高齢者納付金等の徴収及び  

前期高齢者交付金の交付に関する事項   

第2号：法第139条第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等の徴収及び  

後期高齢者交付金の交付に関する事項   

第3号：法第139条第2項に規定する事業に関する事項   

第4号：その他社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に関し必  

要な事項  

［条項］  

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載  

すべき事項を定める省令第1号から第4号まで（新設）  

施行期日等  

○ 施行期日は、平成20年4月1日とする。  

○ 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべ   

き事項を定める省令を廃止する。  

○ 病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する規定の整備その他所要の規   

定の整備を行う。  

［条項］  

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載  

すべき事項を定める省令附則第1条から第4条まで（新設）  
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健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係告示  

の整備の概要  

1 後期高齢者医療給付関係  

（1）現役並み所得者の判定に用いる収入の額の算定方法【新たな告示の新設】  

○ 療養の給付に係る一部負担金の割合が3割となる現役並み所得者の判定基準   

となる収入の額を、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山   

林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられ   

る所得税法に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得（公的年金等に   

係るものに限る。）に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲   

渡所得、一時所得及び雑所得（公的年金等に係るものを除く。）に係る総収入金   

額の合計額とする。  

（参考）現役並み所得者の判定基準  

市町村民税課税所得  145万円以上   

かつ世帯収入 後期高齢者複数世帯  520万円以上  

後期高齢者単身世帯  383万円以上   

※ 現役並み所得者の判定は、同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判定する。  

（2）指定法人の行う特別審査の対象となる診療報酬支払請求書の基準  

○ 後期高齢者医療において指定法人の行う特別審査の対象となる診療報酬支払   

請求書（高額な医療）の基準として、頁）～③を定める。   

① 診療報酬明細書（歯科診療以外の診療に係るものに限る。②において同じ）  

のうち合計点数（心・脈管に係る手術を含む診療に係るものについては特定治  

療材料に係る点数を除いた合計点数）が40万点以上のもの   

② 診療報酬明細書の全件数のうち漢方製剤の処方及び調剤を含む診療報酬明   

細書の件数が過半数を占める医療機関における漢方製剤の処方及び調剤を含  

む入院外の診療報酬明細書のうち、投薬料の点数が4000点以上のもの   

③ 歯科診療に係る診療報酬明細書のうち合計点数が20万点以上のもの  
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［改正告示］   

社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項及び国民健康保険法第四十五条第   

六項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬支払請求書（昭和59年厚生   

省告示第172号）  

（3）食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額【新たな告示の新設】  

○ 後期高齢者医療における食事療養標準負担額を、次のように定める。  

区分  食事療養標準負担額   

国   一般の被保険者（②及び③以外の者）  1食につき260円   

【低所得者Ⅱ】  

市町村民税世帯  
過去1年の入院日数が90日以下  1食につき210円  

②    非課税被保険者  

（③以外の者）  
過去1年の入院日数が90日超   1食につき160円   

【低所得者Ⅰ】市町村民税世帯非課税被保険者のう  

③  1食につき100円   ち、所得が一定基準に満たない被保険者及び老齢福  
祉年金受給者   

※ 入院日数には、老人保健の医療受給対象者であった期間に係るものを含む。  

○ 後期高齢者医療における生活療養標準負担額を、次のように定める。  

1）入院医療の必要性の高い者以外の者  

区分  生活療養標準負担額   

入院時生活療養（Ⅰ）を算  

定する保険医療機関に入  
（食費）1食につき460円  

一般の被保険  
院している者  

（居住貴）1日につき320円  

①   者（②、③及び  
④以外の者）  

入院時生活療養（Ⅱ）を算  

定する保険医療機関に入  
（食費）1食につき420F亘  

院している者  
（居住貴）1日につき320円   

②   
【低所得者Ⅱ】市町村民税世帯非課税被保険    （食 責）1食につき210円  

者（③及び④以外の者）  （居住貴）1日につき320円   

【   市町村民税世帯非課税被保険者のう  

③  
（食貴）1食につき130円  

所  
得  

（居住費）1日につき320円  

者   
④  

】   ち、老齢福祉年金受給者  （居住費）1日につき  0円   
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2）入院医療の必要性の高い者  

区分  生活療養標準負担額   

一般の被保険者（②及び③以外の者）  1食につき260円   

【低所得者Ⅱ】  
過去1年の入院日数が90日以下  1食につき210円  

市町村民税世帯  

非課税被保険者        過去1年の入院日数が90日超   1食につき160円   
（③以外の者）  

【低所得者Ⅰ】市町村民税世帯非課税被保険者のう  

1食につき100円  ち、所得が一定基準に満たない被保険者及び老齢福   

祉年金受給者   

※ 入院日数には、老人保健の医療受給対象者であった期間に係るものを含む。  

し竺⊥長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病（高額療養費の限度   

額が10，000円となる疾病）【新たな告示の新設】  

○ 高額療養真の限度植が10，000円となる長期にわたり継続して著しく高額  

な治療が必要となる疾病として、（D～③を定める。   

G）人工腎臓を実施している慢性腎不全   

② 血渠分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液  

凝固第Ⅸ因子障害（いわゆる血友病）   

③ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV感染を含み、厚  

生労働大臣の定める者に係るものに限る。）  

2 後期高齢者医療保険料関係  

u⊥不均一保険料率の設定を可能とする離島その他の医療の確保が著しく困難であ   

る地域の基準（法第104条第2項関係）【新たな告示の新設】  

○ 不均一保険料率の設定を可能とする離島その他の医療の確保が著しく困難で  

ある地域の基準を、次のとおり定める。   

頁）医療機関のない地区で、当該地域の中心的な場所を起点として、概ね半径4  

kmの区域内に人口50人以上が居住している地域であって、かつ、容易に医療  

機関を利用することができない地区（無医地区）として、後期高齢者医療広域  

連合が認める地区   

②（手に準ずる地区として、後期高齢者医療広域連合が認める地区  
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（2）廟保険料率の設定を可能とする   
療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村の基準（法附則第14関係）   

【新たな告示の新設】  

○ 施行後6年以内の広域連合が定める期間、不均一保険料率の設定を可能とする   

療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村の基準を、平成15年度から   

平成17年度までの市町村の一人当たり老人医療給付費が当該市町村の加入す   

る広域連合内の一人当たり平均老人医療給付費に対して20％以上低く帝離し   

ていることとする。  

3 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務関係  

（1）支払基金が、預金により、高齢者医療制度関係業務lこ係る業務上の余裕金を運   

用することができる金融機関（法第149条第2号開陳）【新たな告示の新設】  

○ 支払基金が、預金により、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運   

用することができる金融機関を、銀行以外に、信用金庫及び全国を地区とする信   

用金庫連合会とする。  

（2）支払基金が厚生労働大臣に対して前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及   

び延滞金の徴収を請求することのできる保険者【新たな告示の新設】  

○ 支払基金は、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等（以下「前期高齢者   

納付金等」という。）を納付しない保険者に係る前期高齢者納付金等及び延滞金   

の徴収を、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うもの   

とされているが、前期高齢者納付金等を納付しなかった場合に、都道府県知事に   

対してではなく、厚生労働大臣に、前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求   

をすることのできる保険者として、①～⑤を定める。   

① 健康保険法の規定により医療に関する給付を行う政府   

② 船員保険法の規定により医療に関する給付を行う政府   

③ 国家公務員共済組合法の規定により医療に関する給付を行う国家公務員共  

済組合   

④ 地方公務員等共済組合法の規定により医療に関する給付を行う地方職員共  

済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合   

⑤ 私立学校数職員共済法の規定により医療に関する給付を行う日本私立学校  

振興・共済事業団  
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4 関係告示の整備等  

○ 新たな高齢者医療制度の創設に伴い、次に掲げる告示を廃止する。   

① 医療等以外の保健事業の実施の基準（昭和57年厚生省告示第185号）   

② 健康手帳の医療の受給資格を証するページ及び医療の記録に係るページの  

様式（昭和57年厚生省告示第192号）   

③ 老人保健法施行令第二十二条ただし書に規定する厚生労働大臣の指定する  

保険者（昭和58年厚生省告示第13号）   

④ 老人保健法第五十一条第一項の規定に基づく市町村の長が費用の一部を徴  

収することができる医療等以外の保健事業（昭和61年厚生省告示第237  

号）   

⑤ 老人保健法第六十五条の規定に基づく社会保険診療報酬支払基金が老人保  

健業務の一部を委託できる団体を定める件（平成3年厚生省告示第2、12号）   

喧）老人保健法施行令第附則第二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める者（平  

成6年厚生省告示第305号）   

∈）老人保健の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成8年厚生省告  

示第204号）   

⑧ 老人保健法第七十四条第二号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する金融  

機関（平成11年厚生省告示第73号）   

⑨ 老人保健法施行令第十六条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定  

める療養（平成14年厚生労働省告示第284号）   

⑩ 老人保健法施行令第十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める治  

療及び疾病（平成14年厚生労働省告示第286号）   

⑪ 老人保健法施行規則第十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の  

額の算定方法（平成14年厚生労働省告示第336号）   

⑫ 老人医療費の伸びを適正化するための指針（平成15年厚生労働省告示第  

305号）  

○ 新たな高齢者医療制度の創設等に伴い、関係告示の規定の整備を行う。  

5 施行期日  

○ 平成20年4月1日  

t3r, 




